
明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
三
）

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び

明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊

𠮷
牟
田　
　
　
　
　

勲

は
じ
め
に

外
国
租
税
論
集
と
は
、
筆
者
が
名
付
け
た
仮
称
で
あ
り
、
大
蔵
主
税
局
が
明
治
二
〇
年
二
月
刊
行
し
た
「
直
税
編
上
中
下
巻
、
章
程
編

上
下
巻
、
同
年
三
月
刊
行
し
た
間
税
編
第
一
巻
〜
第
五
巻
、
税
務
雑
編
第
一
巻
〜
第
四
巻
及
び
附
録
（
巻
）
の
計
一
五
巻
、
調
査
項
目

一
二
〇
に
及
ぶ
外
国
税
法
等
の
大
翻
訳
集
で
あ
る
（
1
）

。

そ
し
て
、
内
国
税
彙
纂
と
は
、
東
京
税
務
監
督
局
が
、
明
治
三
五
年
五
月
か
ら
大
正
九
年
六
月
ま
で
に
発
行
し
た
第
一
号
か
ら
第
七
九

号
ま
で
及
び
号
外
、
索
引
を
含
め
て
八
二
冊
の
租
税
関
係
調
査
報
告
集
で
あ
る
の
で
、
い
わ
ば
内
国
税
時
報
で
あ
る
。

一
四
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
四
）

（一）外国租税論集

一
四
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
五
）

一
四
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
六
）

（二）内国税彙纂
　右端が第一号表紙であるが、その旨の表示はなく、奥付に編集兼発行者とし
て東京税務管理（又は監督）局とある。

奥付 表紙

一
四
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
七
）

内
国
税
と
名
付
け
て
い
る
の
は
、
関
税
に
対
応
す
る
用
語
で
、
関
税
以
外
の
国
内
税
務
の
参
考
に
な
る
外
国
税
法
と
外
国
税
務
や
国
内

と
国
外
の
事
業
（
塩
業
、
製
糖
業
、
織
物
業
、
醸
造
業
等
）
の
調
査
・
報
告
を
意
味
し
て
い
る
。
実
際
に
号
数
、
頁
数
の
ほ
ぼ
半
分
は
外
国

税
法
、
税
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
治
二
〇
年
の
外
国
税
法
、
税
務
の
調
査
の
引
継
の
部
分
も
あ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
が
特
に
本
稿
で
調
べ
か
つ
書
き
た
か
っ
た
の
は
、
前
半
の
明
治
二
〇
年
の
方
で
は
、
直
税
編
と
間
税
編
は
存
在
が
知
ら
れ
、
研
究

も
あ
る
程
度
行
わ
れ
て
き
た
が
、
税
務
雑
編
と
章
程
編
は
、
存
在
す
ら
余
り
知
ら
れ
ず
研
究
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
直
税
編
や
間
税
編
も

原
著
者
名
や
出
版
地
名
、
原
著
出
版
年
月
日
や
頁
数
も
明
ら
か
な
の
に
、
そ
れ
ら
に
注
意
さ
れ
た
研
究
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

後
半
の
内
国
税
彙
纂
の
方
で
は
、
何
号
ま
で
発
行
さ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
く
、
調
査
・
報
告
の
テ
ー
マ
も
、
各
調
査
・
報
告
の
量
も

五
〇
〇
頁
に
達
す
る
も
の
か
ら
五
〇
頁
程
度
の
も
の
ま
で
あ
り
、
ま
た
一
〇
以
上
、
五
以
上
が
関
連
す
る
一
連
の
調
査
・
報
告
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
の
に
、
こ
れ
ら
に
注
目
し
た
研
究
な
ど
が
な
く
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
明
治
二
〇
年
の
「
税
務
雑
編
附
録
巻
」
に
は
、
有
名
な
「
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
シ
ー
ボ
ル
ト
訳
の
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
」
六

巻
が
全
部
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
内
国
税
彙
纂
に
は
、
号
外
と
し
て
大
蔵
省
主
税
局
編
『
地
租
関
係
書
類
彙
纂
』
が
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
本
は
「
明
治
初
年
以
降
本
邦
地
租
改
正
ニ
関
ス
ル
原
議
書
類
中
其
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
蒐
集
」、「
後
日
後
証
ノ
為
メ
」
に
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
、「
最
重
要
の
資
料
に
属
し
、
基
本
資
料
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
余
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
明
治
二
〇
年
の
一
五
巻
の
外
国
租
税
論
集
と
索
引
以
外
八
一
冊
の
「
内
国
税

彙
纂
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
、
法
令
の
全
部
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
う
ち
の
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
検
討
し
、
そ
の
研
究
等
の
傾

向
等
を
分
析
し
た
も
の
が
本
稿
で
あ
る
。

一
四
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
三
八
）

1　

国
名
の
表
記

こ
の
大
蔵
省
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
明
治
直
前
と
明
治
初
年
の
書
籍
、
法
令
の
翻
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
内
国

税
彙
纂
も
明
治
中
期
・
大
正
中
期
の
書
籍
・
法
令
の
翻
訳
が
多
い
。
そ
の
為
に
、
外
国
の
国
名
・
人
名
・
図
書
名
・
法
令
名
が
何
回
も
出

て
く
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
の
分
割
・
連
合
等
の
為
、
同
じ
場
所
が
色
々
の
異
な
っ
た
国
名
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
名
の
漢
字
表
記
の
文

字
が
異
な
っ
た
り
し
て
い
る
。
そ
こ
で
国
名
・
書
名
・
人
名
表
示
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
漢
字
表
記
を
平
行
し

て
用
い
て
い
る
。

次
の
一
字
ま
た
は
数
個
の
カ
タ
カ
ナ
で
国
を
表
し
て
い
る
場
合
は
、
次
に
よ
る
（
2
）

。

孛
・
魯
又
は
普
＝
プ
ロ
イ
セ
ン
又
は
プ
ロ
シ
ア

嗹
＝
デ
ン
マ
ー
ク

白
＝
ベ
ル
ギ
ー

那
威
＝
ノ
ル
ウ
ェ
ー

巴
華
釐
亜
＝
バ
ー
バ
リ
ア

墺
＝
オ
ー
ス
ト
リ
ア

匈
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー

露
又
は
魯
＝
ロ
シ
ア

独
＝
ド
イ
ツ
（
プ
ロ
イ
セ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
バ
ー
バ
リ
ア
、
サ
ク
ソ
ン
等
の
す
べ
て
を
含
む
場
合
）

こ
の
表
示
で
は
、
魯
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
ロ
シ
ア
が
該
当
す
る
場
合
が
生
ず
る
が
、
内
容
に
よ
り
い
ず
れ
の
国
か
を
判
別
し
て
カ
タ
カ

一
四
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
三
九
）

ナ
を
用
い
て
い
る
。

2　

人
名
・
書
名
等
の
表
記

人
名
は
、
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
や
内
国
税
彙
纂
で
カ
タ
カ
ナ
で
表
示
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
も
の
を
用
い
て
い
る
。

書
名
は
、
外
国
租
税
論
集
で
は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
目
次
に
表
示
し
て
い
る
漢
字
や
カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い

る
。
内
国
税
彙
纂
も
そ
の
用
い
て
い
る
も
の
に
よ
っ
た
。

な
お
、
篇
は
、
当
用
漢
字
の
編
に
統
一
し
た
ほ
か
、
現
在
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
漢
字
は
、
日
本
人
名
を
除
き
当
用
漢
字
に
統
一

し
た
。

第
一　

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集

1　

出
版
の
概
要

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
と
は
、
次
の
表
で
示
す
よ
う
に
、
直
税
編
、
間
税
編
、
税
務
雑
編
、
章
程
編
の
四
つ
の
編
で

全
一
五
巻
、
項
目
数
一
二
〇
、
総
頁
数
六
、四
五
七
頁
に
及
ぶ
も
の
か
ら
成
っ
て
い
（
3
）

る
（
4
）

。

各
巻
は
、
仏
国
の
部
、
英
国
の
部
の
よ
う
に
、
部
別
が
表
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
直
税
編
の
上
・
中
・
下
巻
ど
の
巻
に
も
、
仏
国
の

部
が
あ
っ
た
り
、
各
国
の
部
と
い
う
部
が
あ
っ
た
り
で
、
各
巻
に
よ
り
部
の
分
け
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
○
国
の
部
の
区

分
は
重
視
せ
ず
、
各
編
ご
と
に
、
仏
国
、
英
国
と
国
ご
と
に
ま
と
め
て
検
討
し
て
い
る
。

一
四
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
〇
）

編　
　

別

刊
行
日

巻
の
名
称

各
巻
の
頁
数

直
税
編

明
二
〇
・
二

上
、
中
、
下

上
三
七
〇
、
中
四
〇
六
、
下
二
七
三

間
税
編

明
二
〇
・
三

第
一
、
二
、
三
、
四
、
五
巻

⑴
三
三
四
、
⑵
二
九
一
、
⑶
五
一
四
、
⑷
四
〇
九
、
⑸
三
一
九

税
務
雑
編

明
二
〇
・
三

第
一
、
二
、
三
、
四
巻
、
附
録

⑴
五
三
八
、
⑵
四
八
七
、
⑶
五
五
五
、
⑷
三
六
〇
、（
附
録
）
七
二
八

章
程
編

明
二
〇
・
二

上
、
下

上
四
九
〇
、
下
四
八
四

2　

項
目
数
及
び
頁
数
の
編
別
、
国
名
別
の
分
布

主
税
局
の
明
治
二
〇
年
一
五
巻
の
編
別
と
、
外
国
名
別
の
項
目
数
と
、
頁
数
を
示
せ
ば
、
次
の
第
1
表
の
通
り
で
あ
る
。

な
お
、「
項
目
数
」
と
は
、
そ
の
掲
載
の
対
象
と
な
っ
た
書
籍
、
法
令
、
論
題
（
テ
ー
マ
）
の
数
で
あ
り
、「
頁
数
」
と
は
、
そ
の
項
目

ご
と
の
翻
訳
や
論
述
に
費
や
さ
れ
た
一
五
巻
の
書
籍
の
頁
数
で
あ
る
。

3　

出
版
の
主
意

⑴　

形
式
的
主
意

こ
の
出
版
の
形
式
的
主
意
は
、
論
集
各
巻
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
主
税
局
統
計
課
の
次
の
「
出
版
主
意
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

出
版
主
意

本
書
印
刷
ノ
主
意
ハ
税
務
参
照
ノ
為
メ
、
但
ダ
單
ニ
謄
冩
ノ
勞
ヲ
活
版
ニ
代
ヘ
、
閲
讀
ノ
急
ニ
備
フ
ル
モ
ノ
ナ
レ
バ
、
固
ヨ
リ
字
句
ヲ

一
四
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
一
）

細
密
ニ
訂
正
、
校
合
ス
ル
ノ
暇
ナ
キ
ガ
故
ニ
、

行
文
中
或
ハ
誤
脱
ア
ル
モ
、
本
課
ハ
其
責
ニ
任

セ
ズ
。
看
者
之
ヲ
諒
セ
ヨ

主
税
局
統
計
課

句
読
点
、
濁
音
は
筆
者
が
付
し
た
。

す
な
わ
ち
、
印
刷
者
及
び
校
正
者
の
責
任
回
避

の
弁
で
あ
る
。「
税
務
参
照
の
た
め
」、「
閲
読
の

急
に
備
え
」、「
謄
写
を
活
版
に
代
え
た
」
と
い
う

形
式
上
の
理
由
及
び
字
句
を
細
密
に
訂
正
、
校
合

す
る
暇
が
な
か
っ
た
こ
と
を
断
わ
る
も
の
で
、
行

文
中
誤
脱
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
責
任
は
主
税
局
統

計
課
で
は
負
わ
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。

⑵　

出
版
の
真
の
理
由

明
治
二
〇
年
の
外
国
租
税
論
集
の
一
斉
大
量
出

第 1表　実数表（項目数及び頁数）

編
国 直 税 編 間 税 編 税務雑編 章 程 編 計

英　国 項目数 2
頁数 140

7
872

4
144

2
94

15
1,250

米　国 3
106

1
114

5
358

3
396

12
974

仏　国 7
248

31
500

12
909

4
222

54
1,879

独　国 9
533

3
53

10
727

7
262

29
1,575

露　国 － 3
260

2
200 － 5

460

白　国 － － 1
117 － 1

117

瑞　国 － 1
68 － － 1

68

各　国
比　数

1
20 － 2

114 － 3
134

計 22
1,047

46
1,867

36
2,569

16
974

120
6,457

一
四
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
二
）

版
の
理
由
は
、
明
治
一
八
年
一
二
月
の
内
閣
制
度
の
実
施
後
、
明
治
二
二
年
二
月
の
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
を
前
に
、
諸
法
律
、
制
度

の
整
備
、
特
に
我
が
国
租
税
制
度
の
近
代
化
と
確
立
＝
安
定
、
例
え
ば
明
治
二
〇
年
三
月
に
所
得
税
法
の
制
定
、
同
年
七
月
の
所
得
税
法

の
実
施
を
目
前
に
控
え
、
従
来
の
主
税
局
が
行
っ
て
き
た
外
国
税
制
・
税
務
書
の
翻
訳
と
研
究
を
集
大
成
し
、
国
内
税
制
・
税
務
の
一
層

の
整
備
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

4　

外
国
租
税
論
集
の
所
在

全
四
編
一
五
巻
全
部
が
備
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
財
務
省
図
書
館
で
あ
る
。
戦
後
の
「
大
蔵
省
文
庫
蔵
書
目
録
」
の
「
三
四
五　

租

税
」
の
四
五
頁
、
四
八
頁
、
五
八
頁
に
次
の
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

①
直
税
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　
370, 406, 273P

, 21cm

（
目
録
四
五
頁
）

②
税
務
雑
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　

第
一
、
二
、
三
、
四
巻　

附
録　

二
冊
合
冊
製
本
（
目
録
四
五
頁
）

（
こ
れ
は
①
と
同
じ
に
書
け
ば
、
頁
数
を538, 487, 555, 360, 728P

, 21cm

と
書
く
は
ず
で
あ
る
。）

③
章
程
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　

480, 483P
, 21cm

（
目
録
四
八
頁
）

④
間
税
編　

主
税
局　

明
治
二
〇
年　

二
冊
（
目
録
五
八
頁
）

（
こ
れ
は
①
と
同
じ
に
書
け
ば
、
頁
数
を334, 291, 514, 409, 319P

, 21cm

と
書
く
は
ず
で
あ
る
。）

他
に
は
、
税
務
大
学
校
の
租
税
史
料
室
に
、
ほ
ぼ
全
部
（
一
五
巻
中
、
間
税
編
第
五
巻
、
直
税
編
下
巻
を
除
く
。）
あ
る
。
ま
た
、
大
学
向
け

Ｗ
ｅ
ｂ
型
図
書
館
シ
ス
テ
ム
（N

A
C
S
IS
-C
A
T

）
所
蔵
情
報
に
は
、
直
税
編
全
三
巻
、
間
税
編
全
五
巻
、
税
務
雑
編
全
五
巻
（
四
巻
と
附

録
）、
章
程
編
全
二
巻
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
五
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
三
）

所
蔵
情
報
と
し
て
、
東
北
大
学
図
書
館
及
び
同
志
社
大
学
図
書
館
に
は
、
間
税
編
全
五
巻
、
同
志
社
大
学
図
書
館
に
は
、
税
務
雑
編
全

五
巻
、
一
橋
大
学
図
書
館
に
は
、
章
程
編
全
二
巻
所
蔵
の
情
報
も
付
さ
れ
て
い
る
。

5　

各
国
・
各
編
の
分
布
の
検
討

⑴　

第
1
表
（
実
数
表
）
に
よ
る
分
析

第
1
表
（
一
七
一
頁
）
は
、
各
国
、
各
編
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
項
目
の
実
数
と
使
わ
れ
た
頁
数
の
実
数
で
あ
る
。
全
四
編
が
一
二
〇
項

目
に
分
け
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
総
頁
数
が
六
、四
五
七
頁
で
あ
る
。

1）　

直
税
編
は
二
二
項
目
、
計
一
、〇
四
七
頁
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
独
国
一
位
、
仏
国
二
位
、
米
国
三
位
、
英
国
四
位
で
あ
る
。
頁

数
で
は
、
独
国
五
三
三
頁
が
一
位
、
仏
国
二
四
八
頁
が
二
位
、
英
国
一
四
〇
頁
が
三
位
、
米
国
一
〇
六
頁
が
四
位
で
、
項
目
数
の
順
位
と

三
位
と
四
位
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

2）　

間
税
編
は
四
六
項
目
、
計
一
、八
六
七
頁
で
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
仏
国
一
位
、
英
国
二
位
、
独
国
と
露
国
が
三
位
、
米
国
と
瑞

国
が
五
位
で
あ
る
。
頁
数
で
は
、
英
国
八
七
二
頁
が
一
位
、
仏
国
五
〇
〇
頁
が
二
位
、
露
国
二
六
〇
頁
が
三
位
、
米
国
一
一
四
頁
が
四
位
、

瑞
国
六
八
頁
が
六
位
、
独
国
五
三
頁
が
七
位
で
あ
り
、
項
目
数
順
位
と
相
当
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
厚
い
一
冊
の
本
と
短
い
税
法
の

数
の
違
い
等
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

3）　

税
務
雑
編
は
三
六
項
目
、
計
二
、五
六
九
頁
で
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
仏
国
一
位
、
独
国
二
位
、
米
国
三
位
、
英
国
四
位
、
露
国

五
位
、
白
国
六
位
で
あ
る
。
頁
数
で
は
、
仏
国
九
〇
九
頁
が
一
位
、
独
国
七
二
七
頁
が
二
位
、
米
国
三
五
八
頁
が
三
位
、
露
国
二
〇
〇
頁

が
四
位
、
英
国
一
四
四
頁
が
五
位
、
白
国
一
一
七
頁
が
六
位
で
あ
る
。
四
位
と
五
位
の
英
国
と
露
国
が
逆
転
し
て
い
る
だ
け
で
、
項
目
数

一
五
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
四
）

と
頁
数
の
順
位
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

4）　

章
程
編
は
一
六
項
目
、
計
九
七
四
頁
で
あ
る
。
項
目
数
で
は
、
独
国
一
位
、
仏
国
二
位
、
米
国
三
位
、
英
国
四
位
で
あ
る
が
、

ペ
ー
ジ
数
は
米
国
一
位
（
三
九
〇
頁
）、
独
国
二
位
（
二
六
二
頁
）、
仏
国
三
位
（
二
二
二
頁
）、
英
国
四
位
（
九
四
頁
）
で
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
税
務
官
吏
の
採
用
配
置
、
等
級
等
の
人
事
、
大
蔵
省
や
税
務
官
庁
の
組
織
、
事
務
規
律
等
で
あ
り
、
こ
の
四
国
が
こ
れ
ら
を
詳
し
く

決
め
て
い
る
の
で
、
そ
の
細
部
が
研
究
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

第
2
表
（
国
別
比
率
表
）
に
よ
る
分
析

次
に
国
別
又
は
編
別
に
、
ど
う
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
て
、
調
査
、
研
究
さ
れ
た
か
を
、
国
別
比
率
表
と
編
別
比
率
表
で
分
析
し
た

も
の
が
、
次
の
第
2
表
と
第
3
表
で
あ
る
。

第
2
表
で
は
、
各
編
の
国
別
の
構
成
比
を
第
1
表
か
ら
算
出
し
て
比
較
検
討
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
国
別
の
ウ
エ
ー
ト
を
項
目
数
と
頁
数
の
構
成
比
に
よ
り
比
較
・
分
析
す
る
。

1）　

直
税
編
で
は
、
頁
数
構
成
比
は
、
第
一
位 
独
国
五
〇
・
九
％
、
第
二
位 

仏
国
二
三
・
七
％
、
第
三
位 

英
国
一
三
・
四
％
、
第
四
位 

米
国
一
〇
・
一
％
で
あ
る
。
独
国
が
直
税
編
頁
数
の
約
一
／
二
、
仏
国
が
約
一
／
四
で
両
国
だ
け
で
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

2）　

間
税
編
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
、
第
一
位 

英
国
四
六
・
七
％
、
第
二
位 

仏
国
二
六
・
八
％
、
第
三
位 

露
国
一
三
・
九
％
、
独

国
二
・
八
％
で
あ
る
。
英
国
が
間
税
編
頁
数
の
約
一
／
二
、
仏
国
が
約
一
／
四
で
、
両
国
だ
け
で
七
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

3）　

税
務
雑
編
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
、
第
一
位 

仏
国
三
五
・
四
％
、
第
二
位 

独
国
二
八
・
三
％
で
、
仏
国
が
こ
の
総
頁
数
の
一

／
三
強
、
独
国
が
一
／
三
弱
で
、
両
国
だ
け
で
、
六
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

4）　

章
程
編
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
第
一
位 

米
国
四
〇
・
六
％
、
第
二
位 
独
国
二
六
・
九
％
、
第
三
位 

仏
国
二
二
・
八
％
、
第
四

一
五
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
五
）

位 

英
国
九
・
七
％
で
あ
る
。
米
国
は
こ
の
総
頁
数

の
四
割
、
独
国
が
三
割
弱
で
、
両
国
だ
け
で
七
割

弱
を
占
め
て
い
る
。

5）　

四
編
全
体
で
は
、
ペ
ー
ジ
数
構
成
比
は
、

第
一
位 

仏
国
二
九
・
一
％
、
第
二
位 

独
国

二
四
・
四
％
、
第
三
位 

英
国
一
九
・
四
％
、
第
四

位 

米
国
一
五
・
〇
％
、
第
五
位 

露
国
七
・
一
％
と

各
国
税
制
の
当
時
の
発
展
段
階
や
立
法
状
況
に
応

じ
た
常
識
的
な
参
考
順
位
、
分
量
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

⑶　

第
3
表
（
編
別
比
率
表
）
に
よ
る
分
析

次
に
、
各
国
編
別
の
構
成
比
を
主
と
し
て
頁
数

に
よ
り
分
析
す
る
。

1）　

英
国
は
、
①
間
税
編
六
九
・
八
％
、
②
税

務
雑
編
一
一
・
五
％
、
③
直
税
編
一
一
・
二
％
、
④

章
程
編
七
・
五
％
の
構
成
比
と
な
っ
て
い
る
。
間

税
編
の
比
率
が
圧
倒
的
に
大
き
く
、
税
務
雑
編
と

第 2表　国別比率表（項目数及び頁数）

編
国

直 税 編
％

間 税 編
％

税務雑編
％

章 程 編
％

計
（平均）％

英　国 項目数 9.1
頁数 13.4

15.2
46.7

11.1
5.6

12.5
9.7

12.5
19.4

米　国 13.6
10.1

2.2
6.1

13.9
13.9

18.8
40.6

10.0
15.0

仏　国 31.8
23.7

67.4
26.8

33.2
35.4

25.0
22.8

45.0
29.1

独　国 40.9
50.9

6.5
2.8

27.8
28.3

43.7
26.9

24.2
24.4

露　国 － 6.5
13.9

5.6
7.8 － 4.2

7.1

白　国 － － 2.8
4.6 － 0.8

1.8

瑞　国 － 2.2
3.7 － － 0.8

1.1

各　国
比　数

4.6
1.9 － 5.6

4.4 － 2.5
2.1

計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

一
五
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
六
）

直
税
編
が
同
様
の
一
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
各
編

の
項
目
数
の
順
序
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

も
っ
と
も
古
典
的
な
資
本
主
義
の
本
格
的
蓄
積
期

の
段
階
の
国
の
割
合
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

2）　

米
国
は
、
①
章
程
編
四
〇
・
七
％
、
②
税

務
雑
編
三
六
・
八
％
、
③
間
税
編
一
一
・
七
％
、
④

直
税
編
一
〇
・
八
％
で
あ
る
。
し
か
し
項
目
数
で

の
構
成
比
の
順
序
は
、
①
税
務
雑
編
四
一
・
七
％
、

②
直
税
編
二
五
・
〇
％
、
③
章
程
編
二
五
・
〇
％
、

④
間
税
編
八
・
三
％
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
方
が

新
し
い
国
の
傾
向
を
よ
り
よ
く
示
し
て
い
る
と
見

ら
れ
る
。

3）　

仏
国
は
、
①
税
務
雑
編
四
八
・
四
％
、
②

間
税
編
二
六
・
六
％
、
③
直
税
編
一
三
・
二
％
、
④

章
程
編
一
一
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
項

目
数
で
の
順
序
は
、
①
間
税
編
五
七
・
四
％
、
②

税
務
雑
編
二
二
・
二
％
、
③
直
税
編
一
三
・
〇
％
、

第 3表　編別比率表（項目数及び頁数）

編
国

直 税 編
％

間 税 編
％

税務雑編
％

章 程 編
％

計
％

英　国 項目数 13.3
頁数 11.2

46.7
69.8

26.7
11.5

13.3
7.5 100.0

米　国 25.0
10.8

8.3
11.7

41.7
36.8

25.0
40.7 100.0

仏　国 13.0
13.2

57.4
26.6

22.2
48.4

7.4
11.8 100.0

独　国 31.0
33.8

10.4
3.4

34.5
46.2

24.1
16.6 100.0

露　国 － 60.0
56.5

40.0
43.5 － 100.0

白　国 － － 100.0
100.0 － 100.0

瑞　国 － 100.0
100.0 － － 100.0

各　国
比　数

33.3
14.9 － 66.7

85.1 － 100.0

計
（平均）

18.3
16.2

38.4
28.9

30.0
39.7

13.3
15.1 100.0

一
五
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
七
）

④
章
程
編
七
・
四
％
と
な
り
、
一
位
と
二
位
が
逆
転
し
て
い
る
。
個
別
物
品
の
消
費
税
法
が
独
立
し
た
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
項
目
数

の
順
位
が
よ
り
実
状
に
近
く
、
全
項
目
の
四
五
・
〇
％
、
全
頁
数
の
二
九
・
一
％
を
仏
国
が
占
め
、
共
に
第
一
位
で
あ
る
。

4）　

独
国
は
、
①
税
務
雑
編
四
六
・
二
％
、
②
直
税
編
三
三
・
八
％
、
③
章
程
編
一
六
・
六
％
、
④
間
税
編
三
・
四
％
で
あ
る
。
地
租
（
土

地
評
価
制
度
を
含
む
。）
が
税
務
雑
編
に
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
遅
れ
て
出
発
し
た
近
代

国
家
と
し
て
日
本
の
参
考
に
な
る
税
制
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

5）　

露
国
、
白
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
、
瑞
（
ス
イ
ス
）
国
、
こ
れ
ら
各
国
の
構
成
比
率
は
四
編
の
う
ち
の
二
編
又
は
一
編
に
つ
い
て
し
か
な

い
。
露
国
の
間
税
編
五
六
・
五
％
は
、
酒
類
税
と
公
証
人
規
則
と
煙
草
税
で
あ
り
、
税
務
雑
編
四
三
・
五
％
は
、
統
計
原
理
、
地
価
評
定
法

で
あ
る
。

白
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
は
、
会
計
法
令
布
達
集
の
み
で
あ
り
、
瑞
（
ス
イ
ス
）
国
は
、
煙
草
税
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

6　

外
国
租
税
論
集
細
目
録

一　

直
税
編
（
明
治
二
〇
年
二
月
）

⑴　

上
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
地
租
弁　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

Ｍ
・
Ａ
・
ホ
ー
ル
デ
ン
著　

P
1

〜120　

原
書
名　

ラ
ン
ド
・
タ
ッ
ク
ス

2　

英
国
租
税
局
長
統
計
年
報　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
121

〜140　

原
書
名　

レ
ポ
ー
ト　

オ
ブ　

ザ　

コ

一
五
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
四
八
）

ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
ス　

オ
ブ　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド　

レ
ベ
ニ
ュ
ー

（
米
国
の
部
）

3　

米
国
租
税
律
令　

歳
入
税　

一
八
六
七
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
141

〜151　

原
書
名　

ザ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
レ
ベ

ニ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ス
テ
ー
ト
抄
訳

4　

北
米
合
衆
国
カ
リ
ホ
ル
ニ
ア
州
法
律
大
全　

一
八
七
二
年
刊
行　

Ｇ
・
Ｈ
・
ヒ
ッ
テ
ル
編　

P
152

〜201　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ル
・

ロ
ー
ズ
・
ザ
・
ス
テ
ー
ト
・
オ
ブ
・
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

5　

北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ト
州
律
令　

刊
行
年
未
詳　

リ
チ
ャ
ル
ド
ソ
ン
・
サ
ン
ゲ
ル
両
氏
著　

P
201

〜246　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ロ
ー
ズ
・
ザ
・
ス
テ
イ
ト
・
オ
ブ
・
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ト

（
仏
国
の
部
）

6　

仏
国
直
税
編　

一
八
八
一
年　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
247

〜368　

原
書
名　

デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ネ
ー
ル
・
ド

ウ
・
ラ
ド
ミ
ニ
ス
ト
ラ
シ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
ゼ
ー
ズ

⑵　

中
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
営
業
税
則　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ　

P
1

〜18

（
プ
ロ
シ
ア
国
の
部
）

一
五
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
四
九
）

2　

普
国
営
業
税
規
則　

一
八
八
四
年　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編　

P
19

〜150　

原
書
名　

ゲ
ゼ
ツ
・
ウ
ン
ト
・
フ

エ
ル
オ
ル
ト
マ
ン
ケ
ン
・
フ
ュ
ァ
・
プ
ロ
イ
セ
ン
ト
・
ド
イ
ツ
ラ
ン
ト
抄
訳

（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
部
）

3　

澳
国
直
税
便
覧　

一
八
七
四
年　

ラ
ウ
プ
チ
ヒ
刊
行　

ヨ
ハ
ン
モ
リ
ッ
・
シ
ユ
ル
ッ
プ
著　

P
151

〜276　

原
書
名　

シ
ス
テ
マ

テ
ィ
ッ
シ
ェ
ス
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
フ
・
デ
ル
・
ジ
レ
ク
テ
ン
ス
ト
イ
エ
ル
抄
訳

1）　

澳
国
職
業
税　

P
277

〜308

2）　

澳
国
家
屋
税
・
家
賃
税
・
建
物
等
級
税
則　

P
309

〜364

3）　

澳
国
所
得
税　

P
365

〜372

4）　

澳
国
地
税
抜
抄　

P
373

〜376

5）　

澳
国
直
税
法
罰
則　

P
377

〜386

（
各
国
の
部
）

4　

各
国
営
業
税
摘
要　

一
八
六
六
年　

シ
ュ
ッ
ト
ガ
ル
ッ
ト
及
び
ラ
イ
プ
チ
ヒ
刊
行　

エ
ト
プ
ハ
イ
フ
ェ
ル
著　

P
387

〜406　

原

書
名　

ジ
ー
・
ス
タ
ア
ッ
ア
イ
ン
ナ
ー
メ
ン
抄
訳

 注）　

各
国
と
は
、
仏
国
、
澳
国
、
伊
国
、
ロ
シ
ア
国
、
プ
ロ
シ
ア
国
、
ウ
ユ
ル
テ
ン
ブ
ル
グ
国
、
バ
イ
エ
ル
ン
国
、
バ
ー
テ
ン

国
、
サ
ク
ソ
ン
国
で
あ
る
。

5　

北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ト
州
律
令　

刊
行
年
未
詳　

リ
チ
ャ
ル
ド
ソ
ン
・
サ
ン
ゲ
ル
両
氏
著　

P
232

〜246　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ル
・
ロ
ー
ズ
・
ザ
・
ス
テ
イ
ト
・
オ
ブ
・
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ト

一
五
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
〇
）

（
仏
国
の
部
）

6　

仏
国
直
税
編　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

原
書
名
・
刊
行
年
は
〔
直
税
編
上
級
〕
に
同
じ　

P
247

〜368
⑶　

下
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
営
業
免
許
税
則　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ　

P
1

〜11

2　

仏
国
不
転
財
産
税
法　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ　

P
12

〜14

3　

仏
国
車
馬
税
法　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ　

P
15

〜21

4　

仏
国
度
量
衡
検
査
規
則　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ

5　

仏
国
鉱
山
規
則　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ　

P
61

〜108

（
プ
ロ
シ
ア
国
の
部
）

6　

普
国
地
税
規
則　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
テ
フ
エ
ン
ト
編　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
中
巻
〕
に
同
じ　

P
109

〜189

7　

普
国
家
屋
税
規
則　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
6
に
同
じ　

P
190

〜273

二　

間
税
編
（
明
治
二
〇
年
三
月
）

⑴　

第
一
巻

（
米
国
の
部
）

一
五
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
一
）

1　

米
国
内
国
税
法　

一
八
七
九
年　

ワ
シ
ン
ト
ン
刊
行　

官
版　

原
書
名　

イ
ン
タ
ー
ナ
ー
ル
・
レ
ベ
ェ
ニ
ュ
ー
・
ロ
ー
抄
訳　

P
1

〜36

（
仏
国
の
部
）

2　

仏
国
間
税
編　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
37

〜78　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

1）　

仏
国
動
産
貨
格
税
則 

P
79

〜92

2）　

仏
国
書
入
質
入
税
則 

P
93

〜104

3）　

仏
国
脂
質
税
則 

P
105

〜118

4）　

仏
国
油
税
則 

P
119

〜124

5）　

仏
国
紙
類
税
則 

P
125
〜144

6）　

仏
国
石
鹸
税
則 
P
145
〜150

7）　

仏
国
塩
税
則 

P
151

〜164

8）　

仏
国
酢
税
則 

P
165

〜172

9）　

仏
国
砂
糖
税
則 

P
173

〜200

10）　

仏
国
シ
コ
レ
ー
税
則 

P
201

11）　

仏
国
内
国
渡
航
税
則 

P
202

〜214

12）　

仏
国
海
外
渡
航
税
則 

P
215

〜224

13）　

仏
国
舟
車
営
業
税
則 

P
225

〜252

一
五
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
二
）

14）　

仏
国
集
会
税
則 

P
253

〜254
15）　

仏
国
玉
突
税
則 

P
255

〜258
16）　

仏
国
貧
民
救
助
税
則 

P
259

〜264

17）　

仏
国
振
出
小
切
手
規
則 

P
265

〜268

18）　

仏
国
駅
逓
規
則 

P
269

〜310

19）　

仏
国
文
案
税
則 

P
311

〜314

20）　

仏
国
旅
行
免
状
規
則 

P
315

〜320

21）　

仏
国
骨
牌
税
法 

P
321

〜326

（
独
国
の
部
）

3　

独
国
骨
牌
印
税　

一
八
七
八
年　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
ー
テ
フ
ェ
ン
編　

P
327

〜328　

原
書
名　

ゲ
ゼ
ェ
ツ
・
ウ
ン
ト
・

フ
ェ
ル
オ
ル
ト
マ
ン
ゲ
ン
・
フ
ュ
ル
・
プ
ロ
イ
セ
ン
・
ウ
ン
ト
・
ド
イ
ツ
ラ
ン
ド

⑵　

第
二
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
雑
税
官
必
携
・
酒
精
税
則　

一
八
六
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
マ
ン
編　

P
1

〜76　

原
書
名　

マ
ニ
ュ
ア
ル
・
オ

ブ
・
ザ
・
エ
キ
サ
サ
イ
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー

（
仏
国
の
部
）

一
六
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
三
）

2　

仏
国
飲
料
税
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
77

〜128　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

3　

仏
国
飲
料
税
検
査
法　

P
129

〜140　

原
書
名
・
刊
行
年
は
、
2
に
同
じ

4　

仏
国
蒸
溜
酒
税
徴
収
法　

P
141

〜154　

原
書
名
・
刊
行
年
は
2
に
同
じ

（
露
国
の
部
）

5　

露
国
酒
類
税
則　

一
八
五
七
年　

彼
得
保
（
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
）
刊
行　

官
版　

P
155

〜275　

原
書
名　

ピ
テ
ヌ
イ
・
ウ
ス
タ
ー
フ

（
独
国
の
部
）

6　

独
逸
国
醸
造
麦
芽
税　

一
八
六
八
年　

シ
ュ
ワ
ン
刊
行　

グ
ロ
ー
テ
フ
ェ
ン
編　

P
277　

原
書
名
は
、〔
直
税
編
中
巻
〕
に
同
じ

⑶　

第
三
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
印
税
規
則　

一
八
七
一
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

テ
イ
ー
・
ビ
ー
・
ヴ
ェ
ー
チ
ェ
ル
著　

P
1

〜438　

原
書
名　

ス
タ
ン
プ

ダ
ー
ケ
ー
ス

（
仏
国
の
部
）

2　

仏
国
印
税
規
則　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
439

〜511　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

⑷　

第
四
巻

（
英
国
の
部
）

一
六
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
四
）

1　

英
国
歳
入
及
び
商
業
提
要　

金
銀
器
飾
規
則　

一
八
七
六
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ジ
ー
・
ヂ
ー
・
ハ
ム
著　

P
1

〜44　

原
書
名　

レ
ベ
ニ
ュ
ー
・
ア
ン
ド
・
マ
ー
カ
ン
タ
イ
ル
・
ワ
ド
・
マ
ー
カ
ン

2　

英
国
雑
税
官
必
携
・
金
銀
飾
規
則　

一
八
六
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
マ
ン
著　

P
45

〜58　

原
書
名　

マ
ニ
ュ
ア
ー

ル
・
オ
ブ
・
エ
キ
サ
サ
イ
ス
・
オ
フ
ィ
サ
ー

3　

英
国
印
紙
税
則
及
び
罰
則
集　

器
飾
印
紙
税
則　

一
八
七
四
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

デ
ー
・
シ
ー
・
ク
リ
フ
ヒ
ッ
ス
著　

P
59

〜

62　

原
書
名　

ア
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
・
オ
ブ
・
ザ
・
ス
タ
ン
プ
・
デ
ュ
テ
イ
・
ア
ン
ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
デ
ュ
テ
イ
レ
ア
ー
ル
・
デ
サ

イ
シ
ョ
ン
ス

4　

英
国
金
銀
匠
記
標
編　

一
八
七
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ウ
イ
リ
ア
ム
・
チ
ヤ
ッ
フ
ェ
ル
著　

P
63

〜358　

原
書
名　

ハ
ー

ル
・
マ
ー
ク
ス
・
オ
ン
・
プ
レ
ー
ト

（
仏
国
の
部
）

5　

仏
国
金
銀
器
具
保
護
局
規
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
359

〜398　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕

に
同
じ

（
米
国
の
部
）

6　

米
国
税
律
令
・
金
銀
器
飾
課
税
ノ
部　

一
八
六
七
年　

ワ
シ
ン
ト
ン
刊
行　

官
版　

P
399

〜405　

原
書
名　

ザ
・
イ
ン
タ
ー
ナ

ル
・
レ
ベ
ニ
ュ
ー
・
オ
ブ
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ス
テ
ー
ト

一
六
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
五
）

⑸　

第
五
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
登
記
税
法　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
1

〜46　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

（
露
国
の
部
）

2　

露
国
公
証
人
規
則　

一
八
七
六
年　

モ
ス
ク
ア
刊
行　

官
版　

P
47

〜86　

原
書
名　

オ
ブ
・
ウ
ス
ト
ロ
イ
ス
ツ
ェ
・
ノ
タ
リ

ア
ー
リ
ィ
・
チ
ャ
ー
ス
チ
ー

（
専
売
の
部
）

3　

仏
国
煙
草
専
売
法　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
87

〜110　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
法
上
巻
〕
に
同
じ

4　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
煙
草
専
売
法　

一
八
八
〇
年　

ウ
イ
ン
刊
行　

イ
ス
チ
ン
・
フ
ロ
ン
ス
キ
ィ
著　

原
書
名　

フ
ィ
イ
ナ
ン
ツ
・

イ
ン
・
オ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
抄
訳　

P
111

〜140

5　

ス
イ
ス
国
煙
草
課
税
論　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
に
未
詳　

P
141

〜208

6　

仏
国
火
薬
及
び
硝
石
規
則　

パ
リ
刊
行　

P
209

〜220　

著
者
・
刊
行
年
・
原
書
名
は
1
に
同
じ

7　

仏
国
槢
付
木
税
則　

同
上　

P
221

〜232

8　

露
国
煙
草
税
法　

刊
行
年
未
詳　

官
版　

原
書
名
未
詳　

P
233

〜319

一
六
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
六
）

三　

税
務
雑
編
（
明
治
二
〇
年
三
月
）

⑴　

第
一
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
租
税
総
（
纂
）
論　

一
八
六
七
年　

パ
リ
刊
行　

エ
ス
キ
ル
ゥ
・
ド
・
パ
リ
ウ
著　

P
1

〜290　

原
書
名　

ト
レ
ー
テ
ー
・

デ
・
ザ
ム
ポ
ー

（
英
国
の
部
）

2　

合
衆
王
国
税
法
沿
革
史　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ノ
ー
ブ
ル
著　

P
291

〜420　

原
書
名　

ク
ィ
ン
・
タ
ッ
ク
ス

（
露
国
の
部
）

3　

露
国
統
計
原
理　

一
八
七
五
年　

ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行　

イ
ワ
ノ
フ
ス
キ
ー
著　

P
421

〜536　

原
書
名　

ス
タ
チ
ー
ス
チ

カ
ー

⑵　

第
二
巻

（
露
国
の
部
）

1　

露
国
地
価
評
定
法　

一
八
六
二
年　

ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行　

ヤ
コ
ブ
・
ヨ
ン
ソ
ン
著　

P
1

〜82　

原
書
名　

ブ
ラ
ー
ウ
イ

ラ
・
オ
ッ
エ
ン
キ
ー
・
セ
リ
ス
コ
・
ハ
ジ
ヤ
イ
ス
ツ
ウ
エ
ン
ヌ
イ
フ
・
ゼ
メ
ー
リ

（
独
国
の
部
）

一
六
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
七
）

2　

独
国
地
租
台
帳
地
図
並
び
に
帳
簿
改
正　

一
八
八
二
年　

ベ
ル
リ
ン
刊
行　

官
版　

P
83

〜262　

原
書
名　

エ
ル
ネ
ウ
エ
ル
ン

ク
・
デ
ル
カ
ル
テ
ン
・
ウ
ン
ト
・
ビ
ユ
ツ
ヘ
ル
・
デ
ス
・
グ
ル
ン
ド
ス
ト
イ
エ
ル
・
カ
タ
ス
テ
ル
ス

（
仏
国
の
部
）

3　

仏
国
地
籍
調
査
規
則　

一
八
八
一
年　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
263

〜284　

原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に

同
じ

4　

仏
国
土
地
所
有
権
転
移
済
地
籍
台
帳
面
改
正
前
地
租
徴
収
法
（
同
上
）　

P
285

〜317

（
ベ
ル
ギ
ー
国
の
部
）

5　

ベ
ル
ギ
ー
国
地
籍
帳
保
存
規
則　

一
八
七
七
年　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
刊
行　

官
版　

P
318

〜434　

原
書
名　

レ
ー
グ
ル
マ
ン
・

シ
ュ
ー
ル
・
ラ
・
コ
ン
セ
ル
バ
シ
ョ
ン
・
デ
ュ
・
カ
ダ
ス
ト
ル

（
マ
イ
エ
ッ
ト
講
義
筆
記
）

6　

地
租
改
正
問
答　

P
435

〜460

（
プ
ロ
イ
セ
ン
国
の
部
）

7　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
収
税
官
規
則　

地
租
収
入
官
事
務
章
程　

官
版　

P
461

〜487　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
未
詳

⑶　

第
三
巻

（
各
国
の
部
）

一
六
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
五
八
）

1　

米
国
大
蔵
卿
年
報　

一
八
八
四
年　

ワ
シ
ン
ト
ン　

官
版　

P
1

〜48
2　

米
国
租
税
局
長
報
告
書　

一
八
七
五
年　

ワ
シ
ン
ト
ン　

官
版　

P
49

〜142
3　

仏
国
入
市
税
則　

一
八
八
一
年　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
143

〜208　

原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

4　

英
仏
独
府
県
税　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
に
未
詳　

P
209

〜222

5　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
地
方
税
法　

官
版　

同
上　

P
223

〜238

6　

合
衆
王
国
（
英
国
）
内
国
税
表　

官
版　

同
上　

P
239

〜270

7　

米
国
諸
税
率
納
期
略
表　

官
版　

同
上　

P
271

〜278

8　

仏
国
諸
税
率
納
期
略
表　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
279

〜300　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同

じ
9　

仏
国
間
税
罰
則　

同
上　

P
301

〜316

10　

仏
国
罰
金
規
則　

同
上　

P
317

〜318

11　

英
国
雑
税
官
必
携
・
税
法
違
反
者
処
刑
の
件　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
マ
ン
編　

原
書
名
は
〔
間
税
編
第
二

巻
〕
に
同
じ　

P
319

〜328

12　

各
国
租
税
抜
粋
書　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
と
も
掲
載
せ
ず　

P
329

〜416

1）　

家
屋
税
を
課
す
る
国

2）　

所
得
税
を
課
す
る
国

3）　

プ
ロ
シ
ア
国
所
得
税
徴
収
法

一
六
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
五
九
）

4）　

仏
国
分
頭
税
・
伊
国
分
頭
税
・
米
国
人
頭
税
・
独
国
人
頭
税
な
ど

5）　

家
屋
税
の
非
理
な
る
こ
と
、
そ
の
他

13　

大
英
国
法
令　

漁
業
の
部　

一
八
七
三
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
417

〜516　

原
書
名　

イ
ン
グ
リ
ス
・
ス
タ
チ
ュ
ー
ト

14　

仏
国
海
上
漁
猟
規
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
517

〜534　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

15　

仏
国
河
川
漁
猟
規
則　

同
上　

P
535

〜555

⑷　

第
四
巻

（
米
国
の
部
）

1　

米
国
内
国
税
法
・
付
録
規
則　

一
八
七
九
年　

ワ
シ
ン
ト
ン
刊
行　

官
版　

P
1

〜44　

原
書
名　

イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
レ
ベ

ニ
ュ
ー
・
ロ
ー

2　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
法
会
所
条
例　

一
八
七
八
年　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
刊
行　

著
者
名
未
詳　

P
45

〜78　

原
書
名　

チ
ャ
ー
タ
ー
・

ア
ン
ド
・
バ
イ
ロ
ー
・
オ
ブ
・
ニ
ュ
ウ
ヨ
ー
ク
・
プ
ロ
ヂ
ェ
フ
・
エ
ク
ス
チ
エ
ン
ヂ　

（
澳
国
の
部
）

3　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
ウ
イ
ン
府
相
場
会
社
規
則　

ウ
イ
ン
刊
行　

シ
ー
エ
ン
著　

P
79

〜172　

原
書
名　

ウ
イ
ン
ネ
ル
・
ベ
ー
ル

セ
・
オ
ル
ド
ヌ
ン
ク

（
仏
国
の
部
）

4　

仏
国
官
省
簿
記
規
則　

パ
リ
刊
行　

モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
著　

P
173

〜224　

刊
行
年
・
原
書
名
は
〔
直
税
編
上
巻
〕
に
同
じ

一
六
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
〇
）

5　

仏
国
倉
庫
規
則　

同
上　

P
225

〜236
（
ベ
ル
ギ
ー
国
の
部
）

6　

ベ
ル
ギ
ー
国
会
計
法
令
布
達
類
集　

一
八
六
八
年　

ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
刊
行　

官
版　

P
237

〜308　

原
書
名　

ル
ク
イ
ュ
・
デ
・

ロ
ア
・
エ
・
ア
レ
チ
ー
・
ル
ラ
チ
ー
フ
・
ア
ラ
・
コ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
・
ピ
ュ
ウ
ブ
リ
ッ
ク

（
プ
ロ
シ
ア
国
の
部
）

7　

プ
ロ
シ
ア
国
租
税
強
徴
法　

一
八
五
八
年
及
び
一
八
六
七
年
布
告　

P
309

〜360

⑸　

付
録
（
巻
）

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
財
政
論　

一
八
七
七
年　

パ
リ
刊
行　

ペ
ー
・
エ
ル
・
ボ
リ
ュ
ー
著　

原
書
名　

シ
ャ
ン
ス
・
デ
・
フ
ィ
ナ
ン
ス　

P
1

〜

352

（
バ
ア
バ
リ
ア
国
の
部
）

2　

バ
ア
バ
リ
ア
国
税
法　

一
八
六
三
年　

ウ
ェ
ル
ッ
ー
ブ
ル
グ
刊
行　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
シ
イ
ボ
ル
ト
氏
訳　

原
書
名　

ス
ト
イ
エ

ル
・
ゲ
ゼ
ー
ツ

（
普
国
の
部
）

3　

プ
ロ
シ
ア
国
分
等
税
及
び
分
等
収
入
税
規
則　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
不
詳　

P
565

〜686

4　

プ
ロ
シ
ア
国
所
得
税
徴
収
法　

刊
行
年
・
著
者
・
原
書
名
共
不
詳　

P
687

〜722

一
六
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
一
）

（
澳
国
の
部
）

5　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
租
税
滞
納
処
分
法　

一
八
七
五
年　

ヨ
ハ
ン
・
モ
リ
ッ
ツ
・
ク
ル
ッ
プ
及
び
リ
ッ
テ
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ロ
ナ
ッ

共
著　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
直
税
書
中
抄
訳　

P
723

〜728
四　

章
程
編
（
明
治
二
〇
年
二
月
）

⑴　

上
巻

（
英
国
の
部
）

1　

英
国
租
税
官
必
携
・
租
税
官
採
用
規
則　

一
八
六
五
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

ベ
ー
ト
メ
ン
編　

P
1

〜28　

原
書
名　

マ
ニ
ュ

ア
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
キ
サ
イ
ス
・
オ
フ
ヒ
サ
ー
ル

2　

英
国
歳
入
税
及
び
住
家
税
収
税
官
心
得　

一
八
七
〇
年　

ロ
ン
ド
ン
刊
行　

官
版　

P
29

〜94　

原
書
名　

イ
ン
カ
ム
・
タ
ッ
ク

ス
・
ア
ン
ド
・
イ
ン
ハ
ビ
テ
ッ
ト
・
ハ
ウ
ス
デ
ュ
テ
イ

（
米
国
の
部
）

3　

北
米
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
律
大
全
・
郡
区
法
の
部　

一
八
七
六
年　

リ
チ
ヤ
ル
ド
ソ
ン
編　

P
95

〜158　

原
書
名　

ゼ
ネ
ラ
ー
ル
・
ロ
ー
・
オ
ブ
・
セ
ー
・
ス
テ
ー
ト
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

4　

合
衆
国
租
税
官
章
程　

官
版　

P
159

〜222

5　

米
国
租
税
法
則
提
要　

官
版　

P
223

〜490

一
六
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
二
）

⑵　

下
巻

（
仏
国
の
部
）

1　

仏
国
大
蔵
省
事
務
章
程
並
び
に
組
織　

一
八
八
五
年　

パ
リ
刊
行　

ジ
ョ
サ
ー
著　

P
1

〜152　

原
書
名　

ミ
ニ
ス
テ
ル
・

デ
・
フ
ィ
ナ
ン
ス
抄
訳

2　

仏
国
中
央
大
蔵
省
組
織　

官
版　

P
153

〜183

3　

仏
国
主
税
官
吏
配
置
法
並
び
に
等
級　

官
版　

P
184

〜196

4　

仏
国
徴
税
官
職
制
及
び
事
務
章
程　

官
版　

P
197

〜222

（
独
国
の
部
）

5　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
財
政
官
庁
組
織　

一
八
八
〇
年　

ウ
イ
ン
刊
行　

イ
チ
ス
ン
・
フ
ロ
ン
ス
キ
イ
著　

P
223

〜263　

原
書
名　

フ
ィ
ナ
ン
ツ
・
イ
ン
・
オ
ス
テ
ル
ラ
イ
ヒ
抄
訳

6　

租
税
事
務
要
覧　

官
版　

P
264

〜272

7　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
大
蔵
省
組
織　

一
八
八
一
年　

ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
刊
行　

シ
ユ
ッ
ッ
ェ
著　

P
273

〜326

8　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
郡
収
税
吏
事
務
規
程　

官
版　

P
327

〜344

9　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
官
省
録
抄
訳　

官
版　

P
345

〜372

10　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
租
税
官
吏
規
則　

官
版　

P
373

〜440

11　

プ
ロ
イ
セ
ン
国
官
省
録
抄
訳　

オ
ス
ト
・
プ
ロ
イ
セ
ン
州
職
員　

官
版　

P
441

〜484

一
七
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
三
）

7　

直
税
編
の
検
討

⑴　

直
税
編
の
構
成

直
税
編
三
巻
は
、
国
別
や
直
税
に
属
す
る
税
目
別
に
も
並
べ
て
な
い
が
、
こ
れ
を
国
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
英
国
…
地
租
（
上
巻
1
）
と
租
税
局
長
統
計
年
報
（
上
巻
2
）

②
米
国
…
国
税
の
歳
入
税
（
上
巻
3
）
と
地
方
税
の
分
頭
税
（
上
巻
4
）
及
び
財
産
税
（
上
巻
5
）

③
仏
国
…
不
動
産
税
、
人
別
動
産
税
、
門
窓
税
（
以
上
は
上
巻
6
）
と
営
業
税
（
中
巻
1
）
及
び
営
業
免
許
税
、
不
転
財
産
税
、
車
馬
税
、

度
量
衡
検
査
規
則
、
鉱
山
規
則
（
下
巻
1
〜
5
）

④
プ
ロ
シ
ア
国
…
営
業
税
（
中
巻
巻
3
）
と
地
税
及
び
家
屋
税
（
下
巻
6
、
7
）

⑤
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
…
地
税
（
一
般
・
特
別
）、
職
業
税
、
家
屋
税
、
家
賃
税
、
建
物
等
級
税
、
所
得
税
、
地
価
の
評
価
、
こ
れ
ら
の
税

の
罰
則
（
中
巻
3
〜
8
）

⑥
各
国
（
仏
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ロ
シ
ア
、
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ヴ
ェ
テ
ル
ブ
ル
グ
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
バ
ー
デ
ン
、
サ
ク
ソ
ン
）
…
営
業
税

（
中
巻
7
）。
仏
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
中
巻
1
、
2
と
重
複
し
て
い
る
。

⑵　

直
税
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
英
国
地
租
弁
（
上
巻
1
）
…
英
国
の
地
税
の
沿
革
、
地
税
規
則
（
課
税
さ
れ
る
財
産
や
免
除
さ
れ
る
人
又
は
事
物
、
官
職
、
賦
課
徴
収
規
則
）

が
説
明
さ
れ
て
お
り
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
の
Ｍ
．Ａ
．ボ
ー
ル
デ
ン
の
一
二
〇
頁
に
及
ぶ
書
籍
の
翻
訳
で
あ
る
。

②
英
国
租
税
局
長
統
計
年
報
（
上
巻
2
）
…
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
の
租
税
局
長
の
統
計
年
報
の
翻
訳
書
で
あ
る
。

同
書
は
明
治
一
四
年
に
大
蔵
省
か
ら
出
版
の
横
尾
平
太
訳
の
合
衆
王
国
内
国
税
年
報
（
一
九
五
六
〜
一
九
六
九
年
）
の
編
集
書
で
、

一
七
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
四
）

五
二
〇
頁
の
大
冊
の
一
部
で
あ
る
。

な
お
、
税
務
雑
編
第
三
巻
に
は
「
1 

米
国
大
蔵
卿
年
報
（
一
八
四
〇
年
度
）」
と
「
2 

米
国
租
税
局
長
報
告
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
「
主
税
局
統
計
年
報
書
」
は
、
明
治
九
年
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
│
国
税
庁
が
昭
和
二
四
年
に
創
設
さ
れ
て
か
ら
は
国
税
庁

統
計
年
報
書
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
参
考
に
し
て
充
実
し
た
も
の
が
、
公
表
さ
れ
て
い
る
。

③
仏
国
財
政
論
（
上
巻
6
）
…
仏
国
の
財
政
学
者
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
一
八
八
一
年

（
明
治
一
四
年
）
に
発
行
さ
れ
た
本
書
は
、
直
税
編
の
み
で
な
く
他
の
三
編
で
も
何
回
も
翻
訳
、
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン

ス
直
税
の
不
動
産
税
、
人
別
動
産
税
、
門
窓
税
の
賦
課
、
請
願
、
支
払
、
追
加
徴
収
、
直
税
に
関
す
る
費
用
、
直
税
中
央
局
及
び
そ
の
役

員
に
つ
い
て
、
二
二
四
頁
を
費
や
し
て
述
べ
て
い
る
。

④
営
業
税
則
と
各
国
比
較
（
中
巻
1
、
2
、
9
）
…
仏
国
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
③
で
述
べ
た
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
」
の
翻
訳

で
、
プ
ロ
シ
ア
国
は
グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編
の
「
プ
ロ
シ
ア
の
法
令
」（
一
八
八
四
年
、
明
治
一
七
年
）
の
翻
訳
、
仏
、
澳
、
伊
、
独
の
各
国

（
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
、
バ
イ
エ
ル
ン
、
サ
ク
ソ
ン
等
）
に
つ
い
て
は
、
エ
ト
プ
バ
イ
フ
ェ
ル
の
「
各
国
国
内
法
規
要
覧
」（
一
八
六
六
年
、

慶
応
二
年
）
の
抄
訳
で
あ
る
。

⑤
澳
国
直
税
便
覧
（
中
巻
3
）
…
一
八
七
四
年
（
明
治
七
年
）
の
ヨ
ハ
ン
モ
リ
ツ
・
シ
ェ
ル
ッ
プ
著
の
「
直
接
税
の
体
系
的
案
内
」
の
翻

訳
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
直
税
（
直
税
の
意
義
、
直
税
税
務
の
機
関
（
中
央
局
、
地
方
局
、
区
局
）、
一
般
地
税
及
び
特
別
地
税
（
地
税
簿
と
地

価
決
定
の
手
続
）、
職
業
税
、
家
屋
税
（
家
賃
税
、
建
物
等
級
税
）、
所
得
税
、
直
税
法
罰
則
に
つ
い
て
、
詳
細
に
二
三
六
頁
に
わ
た
っ
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
プ
ロ
シ
ア
の
地
税
規
則
と
家
屋
税
規
則
（
下
巻
6
、
7
）
…
④
で
前
述
し
た
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
年
）
の
グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編
の

一
七
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
五
）

「
プ
ロ
シ
ア
の
法
令
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
両
規
則
で
一
六
五
頁
に
わ
た
り
、
プ
ロ
シ
ア
の
地
税
と
家
屋
税
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

8　

間
税
編
の
検
討

⑴　

間
税
編
の
構
成

間
税
編
五
巻
は
、
国
別
や
間
税
に
属
す
る
税
目
別
に
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
国
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
英
国
…
印
税
規
則
（
三
巻
1
）
と
英
国
才
入
及
び
商
業
提
要
・
金
銀
器
飾
規
則
、
雑
税
官
必
携
・
金
銀
器
飾
規
則
、
印
紙
税
則
及
び

罰
則
集
、
金
銀
匠
記
標
編
（
四
巻
1
〜
4
）

②
米
国
…
内
国
税
法
・
第
二
編
賦
税
及
び
収
税
の
部
（
一
巻
1
）、
税
律
令
・
金
銀
器
飾
課
税
の
部
（
四
巻
6
）

③
仏
国
…
佛
国
間
税
編
、
動
産
貨
格
税
則
、
書
入
質
入
税
則
、
脂
質
税
則
、
油
税
則
、
紙
類
税
則
等
の
全
部
で
二
一
に
及
ぶ
個
別
消
費

税
法
（
一
巻
2
〜
22
）
及
び
飲
料
税
法
、
飲
料
税
検
査
法
、
蒸
溜
酒
税
徴
収
法
（
二
巻
1
〜
3
）
並
び
に
印
税
規
則
（
三
巻
2
）
及
び
金

銀
器
具
保
護
局
規
則
（
四
巻
5
）
並
び
に
登
記
法
及
び
煙
草
専
売
法
並
び
に
火
薬
及
び
硝
石
規
則
並
び
に
摺
付
木
税
則
（
五
巻
1
、
3
、

6
、
7
）

④
独
国
（
プ
ロ
シ
ア
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
等
）
…
骨
牌
印
税
（
一
巻
24
）
及
び
醸
造
麦
芽
税
（
二
巻
6
）
並
び
に
墺
国
煙
草
専
売
法
（
五
巻
4
）

⑤
露
国
…
酒
類
税
則
（
二
巻
5
）
及
び
公
証
人
規
則
並
び
に
煙
草
税
法
（
五
巻
2
、
8
）

⑥
ス
イ
ス
国
…
煙
草
課
税
論
（
五
巻
5
）

一
七
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
六
）

⑵　

間
税
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
英
国
印
税
規
則
（
三
巻
1
）
…
一
八
七
一
年
（
明
治
四
年
）
の
Ｔ
．Ｂ
．ヴ
ェ
ー
チ
ェ
ル
著
の
印
税
規
則
を
課
税
方
式
（
従
価
税
と
貼
用
印

紙
）、
課
税
書
類
（
約
定
証
書
、
銀
行
紙
幣
、
為
替
手
形
、
金
銭
借
用
証
書
、
免
許
証
書
、
譲
渡
証
書
、
委
任
状
、
資
産
交
換
証
書
等
）
別
に
、
し
か

も
、
ケ
ー
ス
ご
と
に
、
印
税
規
則
の
条
を
組
み
直
し
、
課
否
の
別
等
を
詳
述
し
た
四
三
八
頁
に
及
ぶ
大
冊
で
あ
る
。

②
仏
国
間
税
編
及
び
油
・
紙
・
石
鹸
・
塩
・
砂
糖
・
集
会
・
玉
突
・
文
案
・
骨
牌
税
等
（
一
巻
2
〜
22
）
…
直
税
編
の
主
要
論
文
③
と

同
じ
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
明
治
一
四
年
の
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
辞
典
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
間
税
行
政
の
組
織
人
事
、
間
税

の
徴
収
、
訴
訟
、
罰
則
か
ら
、
脂
質
税
と
油
税
、
紙
類
税
等
の
個
別
の
物
品
や
、
内
国
・
外
国
の
渡
航
税
、
玉
突
税
、
貧
民
救
助
税
、
文

案
税
、
骨
牌
税
等
の
個
別
の
サ
ー
ビ
ス
等
の
二
一
の
間
税
税
則
を
詳
説
し
、
二
九
〇
頁
に
及
ん
で
い
る
。

別
に
同
著
者
の
同
じ
「
行
政
辞
典
」
の
飲
料
税
、
飲
料
税
検
査
法
、
蒸
溜
酒
税
徴
収
法
（
二
巻
2
、
3
、
4
）
も
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
同
辞
典
の
印
税
規
則
（
三
巻
2
）
の
部
分
を
七
五
頁
を
費
や
し
て
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
登
記
税
法
（
五
巻
1
）
も
同
辞
典
に
よ
っ
て
説
明
し
、
さ
ら
に
、
煙
草
専
売
法
並
び
に
火
薬
及
び
硝
石
規
則
と
摺
付
木
規
則

（
五
巻
3
、
6
、
7
）
も
同
書
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
間
接
税
先
進
国
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
個
別
間
税
が
こ
の
時
全
般
的
に
わ
が
国
に

紹
介
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

③
独
国
骨
牌
印
紙
税
（
一
巻
24
）
及
び
醸
造
麦
芽
税
（
五
巻
6
）
…
直
税
編
（
下
巻
6
、
7
）
と
同
じ
グ
ロ
テ
フ
ェ
ン
ト
編
の
「
プ
ロ
シ

ア
の
法
令
」（
明
治
一
七
年
）
に
よ
っ
て
、
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
澳
国
煙
草
専
売
法
（
五
巻
4
）
は
、
一
八
八
〇
年
（
明
治

一
三
年
）
の
イ
ス
チ
ン
・
フ
ロ
ン
ス
キ
著
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
の
財
政
」
の
該
当
部
分
の
抄
訳
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
間
税
で
は
、
こ
の

二
論
稿
の
み
で
あ
り
、
大
し
て
参
考
に
し
た
い
も
の
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

一
七
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
七
）

④
露
国
酒
類
税
則
（
二
巻
5
）
…
一
八
五
七
年
（
安
政
四
年
）
の
官
版
の
「
酒
類
税
則
」
の
翻
訳
で
あ
る
。
酒
類
税
徴
収
事
務
所
、
酒
造

場
の
酒
造
飲
料
税
の
徴
収
、
飲
料
販
売
、
犯
則
者
に
対
す
る
罰
料
及
び
処
分
法
等
が
一
二
三
頁
に
わ
た
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
露
国
公
証
人
規
則
（
五
巻
2
）
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
の
官
版
で
あ
る
。
公
証
事
務
の
構
成
や
公
証
人
長
の
事
務
取
扱

権
限
、
公
証
人
の
費
用
、
不
動
産
譲
渡
証
書
税
に
つ
い
て
、
四
〇
頁
を
費
や
し
て
述
べ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
露
国
煙
草
税
（
五
巻
8
）
が
、
官
版
で
あ
る
が
刊
行
年
不
詳
と
し
て
、
一
五
三
頁
に
わ
た
り
、
煙
草
業
並
び
に
煙
草
税
、

煙
草
税
事
務
、
罰
則
並
び
に
裁
判
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
ス
イ
ス
国
煙
草
課
税
論
（
五
巻
5
）
…
刊
行
年
、
原
著
者
名
と
も
未
詳
と
さ
れ
て
い
る
が
、
煙
草
に
な
ぜ
課
税
す
べ
き
か
か
ら
、
諸

国
の
課
税
方
法
、
諸
国
の
煙
草
税
収
入
額
、
ス
イ
ス
煙
草
税
額
の
当
否
、
課
税
の
方
法
な
ど
六
八
頁
に
わ
た
り
、
広
い
検
討
を
行
っ
て
い

る
。9　

税
務
雑
編
の
検
討

⑴　

税
務
雑
編
の
構
成

税
務
雑
編
の
五
巻
（
四
巻
ま
で
で
、
五
巻
は
付
録
（
巻
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
以
下
五
巻
と
表
示
す
る
。）
が
、
国
別
の
直
税
又
は
間
税
以
外
の

税
を
税
目
別
に
並
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
土
地
評
価
の
関
係
が
第
二
巻
に
露
、
独
、
仏
、
白
、
ベ
ル
ギ
ー
（
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
講
義
筆
記

は
、
ド
イ
ツ
国
の
地
租
改
正
問
答
で
あ
る
。）
と
五
か
国
分
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
計
四
六
〇
頁
）。
し
か
し
、
直
税
編
中
巻
3
の
「
墺
国
直
税

便
覧
」
で
も
、
地
税
等
、
地
税
大
帳
簿
、
地
税
の
分
賦
等
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
統
計
原
理
（
一
巻
3
）、
商
法
会
所
条
令
や
相
場
会
社
規
則
、
官
省
簿
記
規
則
や
会
計
法
令
布
達
集
（
四
巻
2
、
3
、
5
、
7
）
は
、

一
七
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
六
八
）

こ
の
編
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
国
別
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
英
国
…
税
法
沿
革
史
（
一
巻
2
）、
英
仏
独
府
県
税
、
内
国
税
表
、
雑
税
官
必
携
・
税
法
違
犯
者
處
刑
の
件
、
大
英
国
法
令
・
漁
業
の

部
（
三
巻
4
、
6
、
11
、
13
）

②
米
国
…
大
蔵
卿
年
報
、
租
税
局
長
報
告
、
諸
税
率
納
期
略
表
、
各
国
租
税
抜
萃
書
（
米
国
関
係
の
人
頭
税
）、
仲
買
人
税
則
（
三
巻
1
、

2
、
7
、
12
）、
内
国
税
法
の
附
録
規
則
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
商
法
会
所
条
例
（
四
巻
1
、
2
）

③
仏
国
…
仏
国
租
税
論
（
一
巻
1
）、
地
籍
調
査
規
則
、
土
地
所
有
権
転
移
済
地
籍
台
帳
面
改
正
前
地
租
徴
収
法
（
二
巻
3
、
4
）、
入
市

税
則
、
英
仏
独
府
県
税
、
諸
税
率
納
期
略
表
、
間
税
罰
則
、
罰
金
規
則
、
各
国
租
税
抜
粋
書
（
仏
国
関
係
の
分
頭
税
、
塩
煙
草
専
売
等
）、

海
上
漁
猟
規
則
、
河
川
漁
猟
規
則
（
三
巻
3
、
4
、
8
、
9
、
10
、
12
、
14
、
15
）、
官
省
簿
記
規
則
、
倉
庫
規
則
（
四
巻
5
、
6
）、
仏

国
財
政
論
（
五
巻
1
）

④
独
国
…
地
租
台
帳
、
地
図
並
び
に
帳
簿
改
正
、
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
・
地
租
改
正
問
答
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
収
税
官
規
則
（
二
巻
2
、
6
、

7
）、
英
仏
独
府
県
税
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
地
方
税
法
、
各
国
租
税
抜
粋
書
（
プ
ロ
シ
ア
国
所
得
税
及
び
人
頭
税
、
分
頭
税
）（
三
巻
4
、
5
、

12
）、
ウ
ィ
ン
府
大
蔵
省
通
達
、
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
、
プ
ロ
シ
ア
国
分
等
税
及
び
分
等
収
入
税
規
則
、
プ
ロ
イ
セ
ン
国
所
得
税
徴

収
法
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
租
税
滞
納
処
分
法
（
五
巻
2
、
3
、
4
、
5
）

⑤
露
国
…
統
計
原
理
（
一
巻
3
）、
地
価
評
価
法
（
二
巻
1
）、
各
国
租
税
抜
萃
書
の
分
頭
税
（
三
巻
12
）　

⑥
白
（
ベ
ル
ギ
ー
）
国
…
地
籍
帳
保
存
規
則
（
二
巻
5
）、
会
計
法
令
布
達
類
集
（
四
巻
7
）

⑦
伊
（
イ
タ
リ
ア
）
国
…
各
国
租
税
抜
萃
書
の
煙
草
専
売
権
の
特
許
、
分
頭
税
（
三
巻
12
）

一
七
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
六
九
）

⑵　

税
務
雑
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
合
衆
王
国
税
法
沿
革
史
（
一
巻
2
）
…
英
国
の
消
費
品
等
の
税
法
の
沿
革
と
消
費
品
税
、
煙
草
及
び
嗅
煙
草
税
、
酒
精
及
び
精
酒
税
、

葡
萄
税
、
砂
糖
及
び
砂
糖
製
品
税
、
茶
税
、
コ
ー
ヒ
ー
及
び
チ
コ
リ
ィ
税
、
雑
品
税
、
麦
芽
麦
酒
及
び
そ
の
類
似
品
税
の
九
税
に
つ
い
て
、

一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
に
一
三
〇
頁
を
費
や
し
て
、
ノ
ー
ブ
ル
氏
が
詳
述
し
た
著
書
の
翻
訳
で
あ
る
。

②
米
国
大
蔵
卿
年
報
及
び
米
国
租
税
局
長
報
告
（
三
巻
1
、
2
）
…
直
税
編
で
英
国
の
明
治
三
年
の
租
税
局
長
の
統
計
年
報
（
上
巻
2
）

を
取
り
上
げ
た
が
、
米
国
の
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
、
こ
の
二
冊
で
あ
る
。
大
蔵
卿
年
報
は
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
年
）、
租
税
局

長
報
告
は
、
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
の
も
の
で
あ
る
。
年
報
の
方
は
、
組
織
別
（
管
税
官
部
、
法
規
部
、
蒸
溜
酒
精
部
、
煙
草
部
、
印
税
部
、

賦
税
部
、
計
算
部
）
に
、
事
務
成
績
、
犯
罪
者
告
発
や
処
罰
の
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
租
税
の
収
入
の
状
況
が
の
べ
ら
れ
て
お
り
、
国

の
歳
出
予
算
な
ど
の
こ
と
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
局
長
報
告
の
方
は
、
租
税
徴
収
方
法
、
訴
訟
・
調
停
の
状
況
、
収
税
官
及
び
俸
給

等
級
の
ほ
か
税
率
及
び
賦
課
徴
収
の
沿
革
、
一
八
七
五
年
の
税
率
の
増
加
、
賦
税
の
事
や
、
勧
告
す
べ
き
法
律
の
改
正
、
収
税
委
員
の
事

が
述
べ
ら
れ
、
両
書
で
一
四
二
頁
に
達
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
そ
れ
と
と
も
に
、
わ
が
国
の
税
務
統
計
年
報
書
（
明
治
七
年
創
刊
）
の

参
考
と
な
っ
て
い
る
。

③
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
（
五
巻
2
）
…
こ
れ
よ
り
前
の
明
治
八
年
九
月
に
大
蔵
省
が
、
和
書
上
中
下
三
冊
で
出
版
し
た
も
の
の
再
録
で

あ
る
。
こ
の
明
治
八
年
の
本
に
は
大
蔵
省
雇
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
男
爵
シ
ー
ボ
ル
ト
訳
講
、
大
蔵
省
出
仕
古
賀
保
高
筆
次
と
書
か
れ
て
い
る

が
、
明
治
二
〇
年
の
税
務
雑
編
附
録
巻
に
は
、
古
賀
保
高
筆
次
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
両
書
に
全
く
同
文
の
古
賀
保
高
識
の
次

の
「
序
」
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
税
法
の
内
容
は
両
者
全
く
同
じ
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
活
字
の
組
み
が
、
明
治
八
年
本
は
、
二
二
字
一
〇
行
で

あ
る
が
、
明
治
二
〇
年
本
は
四
〇
字
一
三
行
で
あ
る
た
め
、
総
頁
数
は
明
治
八
年
本
の
四
三
二
頁
に
対
し
、
明
治
二
〇
年
本
は
二
二
〇
頁
と
ほ
ぼ
半
分
で

一
七
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
〇
）

あ
る
（
5
）

。）

巴
華
釐
亞
國
税
法
序

輓
近
、
各
國
ノ
譯
書
上
梓
シ
テ
世
ニ
行
ハ
ル
ル
モ
ノ
汗
牛
充
棟
其
幾
多
部
ナ
ル
ヲ
知
ラ
ズ
。
然
リ
而
シ
テ
獨
リ
租
税
ノ
書
ニ
至
テ
ハ

寥
々
覯
ル
コ
ト
稀
ナ
リ
。
此
時
ニ
當
リ
此
書
ヲ
闕
ク
人
皆
以
テ
遺
憾
ト
ス
。
况
ヤ
其
官
ニ
立
チ
其
職
ニ
従
事
ス
ル
者
ニ
於
テ
ヲ
ヤ
。
盖

シ
、
理
財
ノ
運
用
ニ
関
シ
人
民
ノ
栄
枯
ニ
係
ル
者
、
租
税
法
ヨ
リ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ク
、
政
事
ノ
楨
幹
ト
謂
フ
ベ
シ
。
今
茲
ニ
、
明
治
乙

亥
二
月
、
保
高
、
大
藏
卿
ノ
命
ヲ
承
ケ
、
澳
國
男
、
亞
歴
山
徳
、
矢
伊
勃
兒
篤
氏
ニ
就
イ
テ
巴
華
釐
亞
國
租
税
法
一
篇
ヲ
譯
シ
（
此
原

書
ハ
千
八
百
六
十
三
年
「
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
」
ニ
於
テ
刊
行
シ
タ
ル
「
ス
ト
イ
エ
ル
・
ゲ
セ
ー
ツ
」
ト
云
ウ
ナ
リ
）
三
月
ニ
至
リ
テ
始
テ
其
功
ヲ
竣

ム
。
夫
レ
巴
華
釐
亞
ノ
國
タ
ル
ヤ
政
體
ノ
沿
革
ハ
我
國
ト
稍
相
類
似
ス
ト
雖
モ
、
税
法
ノ
如
キ
ハ
彼
比
同
軌
ニ
至
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
、

及
チ
其
地
税
法
ノ
我
地
券
税
法
ト
同
ジ
カ
ラ
ザ
ル
、
免
税
、
商
工
税
ノ
未
ダ
我
ニ
於
テ
備
ワ
ザ
ル
、
家
税
、
収
入
税
、
元
金
利
息
税
ノ

未
ダ
曽
テ
行
ハ
ザ
ル
ガ
如
キ
是
ナ
リ
。
而
シ
テ
比
書
中
説
ク
所
、
規
則
極
テ
公
正
、
方
法
頗
ル
緻
密
殆
ド
備
レ
リ
ト
謂
フ
ベ
シ
。
若
シ

彼
ノ
長
ヲ
取
リ
、
我
ニ
補
フ
ア
ラ
バ
、
其
ノ
適
切
ナ
ル
、
恐
ク
ハ
他
各
國
ノ
比
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
。
今
ヤ
我
國
将
ニ
租
税
法
ヲ
変
革
セ

ン
ト
ス
。
其
職
ニ
任
ズ
ル
ノ
諸
子
、
此
書
ニ
就
テ
参
稽
セ
バ
其
裨
盆
豈
尠
々
ト
云
ン
ヤ
。
保
高
素
ヨ
リ
彼
ノ
言
語
文
字
ニ
嫻
ハ
ズ
、
故

ニ
、
譯
字
ノ
妥
當
ヲ
得
ズ
、
造
語
措
辭
ノ
雅
訓
ヲ
欠
ク
者
ア
リ
ト
雖
モ
、
唯
ニ
速
成
ヲ
要
ス
ル
ヲ
以
テ
、
諸
ヲ
碩
學
ニ
質
シ
、
之
ガ
脩

飾
ヲ
ナ
ス
ニ
暇
ア
ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
然
リ
ト
雖
モ
、
矢
伊
勃
兒
篤
氏
ノ
口
授
ス
ル
ヤ
、
微
ヲ
發
シ
幽
ヲ
闡
キ
、
旁
引
近
喩
必
ズ
其
兩
端
ヲ

叩
テ
竭
ス
。
保
高
モ
亦
、
敢
テ
疑
ヲ
遺
サ
ズ
、
反
覆
質
問
、
其
蘊
奥
ヲ
極
テ
後
筆
ス
。
彼
ノ
原
文
ニ
拘
泥
シ
或
ハ
徒
ラ
ニ
詞
藻
ヲ
粉
飾

ス
ル
モ
ノ
ニ
比
ス
レ
バ
、
其
旨
趣
ノ
適
實
ナ
ル
、
或
ハ
愈
ル
所
ナ
シ
ト
セ
ズ
。
看
者
其
レ
諸
ヲ
諒
セ
ヨ
。

一
七
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
一
）

　

明
治
八
年
乙
亥
春

大
藏
省
八
等
出
仕
古
賀
保
高
識

（
注
）
句
読
点
、
濁
点
は
、
筆
者
が
読
み
や
す
く
す
る
た
め
に
附
し
た
。

こ
の
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
は
、
次
の
六
つ
の
税
法
の
条
文
全
文
の
和
訳
を
収
録
し
て
い
る
。

第
一　

地
税
法
は
、
一
八
二
八
年
（
文
政
一
〇
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
地
租
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
一
二
〇
条
）

第
二　

家
税
法
は
、
一
八
二
八
年
（
文
政
一
〇
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
家
屋
税
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
三
九
条
）

第
三　

免
税
法
は
、
一
八
三
四
年
（
天
保
四
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
災
害
減
免
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
一
五
条
）

第
四　

収
入
税
法
は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
二
年
）
の
制
定
で
、
こ
のE

inekom
m
on steuer

は
日
本
の
所
得
税
法
に
当
る
も
の
で
あ

る
。（
全
文
七
二
条
）

第
五　

元
金
利
息
税
法
は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
二
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
利
子
税
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
三
四
条
）

第
六　

商
工
税
法
は
、
一
八
五
六
年
（
安
政
二
年
）
の
制
定
で
、
日
本
の
営
業
税
法
に
当
る
も
の
で
あ
る
。（
全
文
六
八
条
。
た
だ
し
、
付

表
が
第
一
号
（
商
工
税
等
級
法
）、
第
二
号
（
商
工
業
税
規
則
表
）
で
合
計
八
五
頁
も
付
い
て
い
る
。）

こ
こ
で
古
賀
保
高
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
訳
の
口
述
筆
記
（
筆
次
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・

シ
ー
ボ
ル
ト
は
、
医
者
で
日
本
に
来
た
博
物
学
者
と
し
て
有
名
な
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
長
男
で
あ
り
、
や
は
り
同
様
に

日
本
に
来
た
外
交
官
で
、
日
本
古
代
文
化
研
究
家
で
あ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
兄
で
あ
る
。
こ
の
バ
ー
バ
リ
ア

国
税
法
を
訳
し
た
の
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
二
九
歳
の
と
き
で
あ
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
は
、
一
八
六
九

一
七
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
二
）

年
に
二
三
歳
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
対
日
交
渉
の
功
労
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
帝
か
ら
男
爵
位
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
七
月
に
日
本
刑
部
省
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
年
）
の
一
月
に
正
院
出
仕
史
官
翻
訳
課
申
付
と
な
っ

て
い
る
。

そ
し
て
大
蔵
省
で
は
、
明
治
八
年
二
月
正
院
よ
り
午
後
だ
け
大
蔵
省
勤
務
と
な
り
、
五
月
に
大
蔵
省
専
属
雇
と
な
り
、
バ
ー
バ
リ
ア
税

法
は
そ
の
本
の
表
紙
に
明
治
八
年
九
月
発
行
と
あ
り
、
二
〜
三
月
の
間
で
筆
録
完
成
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
は
、
一
八
七
九
年
ベ
ル
リ

ン
日
本
公
使
館
。
一
九
八
二
年
井
上
外
務
卿
付
と
な
っ
て
い
る
（
6
）

。

④
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
の
「
地
租
改
正
問
答
」（
二
巻
6
）
…
ド
イ
ツ
人
の
大
蔵
省
の
御
雇
外
国
人
マ
イ
エ
ッ
ト
氏
講
述
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の

一
八
六
一
年
（
文
久
元
年
）
五
月
の
「
地
租
改
正
に
つ
い
て
の
問
答
」
で
、
明
治
八
年
九
月
二
七
日
か
ら
一
〇
月
二
二
日
ま
で
八
回
に
わ

た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
（
7
）

。

第
一
回
（
九
月
二
七
日
）
…
地
租
改
正
は
、
土
地
税
と
家
屋
税
が
あ
る
が
、
今
回
は
、
土
地
税
に
つ
い
て
で
あ
る
。
課
税
方
法
は
、
こ

の
法
律
で
全
国
地
税
の
総
高
を
七
五
〇
万
円
と
定
め
、
そ
れ
を
土
地
の
純
益
高
に
応
じ
、
各
州
に
平
等
に
分
課
し
、
各
州
総
高
を
州
内
諸

郡
に
、
各
郡
税
高
を
郡
内
市
町
村
に
、
町
村
よ
り
各
地
に
分
課
す
る
。
地
租
改
正
の
純
益
を
算
出
す
る
役
員
は
、
大
蔵
省
は
大
蔵
卿
、
県

庁
内
は
最
上
委
員
、
郡
庁
内
は
中
央
委
員
と
す
る
。

第
二
回
（
九
月
三
〇
日
）
…
地
租
改
正
の
純
益
を
算
出
す
る
県
・
郡
の
委
員
は
、
県
委
員
は
大
抵
四
名
以
下
と
上
等
測
量
官
と
さ
れ
、

委
員
半
数
は
大
蔵
卿
任
命
、
半
数
は
州
会
選
出
で
あ
る
。
各
郡
に
は
、
課
税
委
員
を
置
く
が
、
半
数
は
県
官
、
半
数
は
郡
内
よ
り
総
代
を

出
す
。
こ
れ
に
下
等
測
量
官
を
付
け
た
す
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
多
年
の
平
均
純
益
額
に
課
す
る
プ
ロ
シ
ア
国
の
地
税
は
甚
だ
よ
い
の

で
あ
る
。

一
八
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
三
）

第
三
回
（
一
〇
月
二
日
）
…
土
地
の
純
益
計
算
に
は
、
土
地
の
種
類
を
、
①
畑
地
、
②
園
地
、
③
草
地
、
④
牧
地
、
⑤
耕
地
、
⑥
湖
水

沼
地
、
⑦
不
毛
地
に
分
け
て
行
う
。

次
に
地
味
を
八
等
に
分
け
る
。

第
四
回
（
一
〇
月
一
一
日
）
…
さ
ら
に
㋐
土
地
の
性
質
（
土
質
）、
㋑
水
理
又
は
便
否
、
㋒
水
陸
の
運
路
、
㋓
住
民
に
関
す
る
件
（
市
街
と

田
野
の
住
民
の
別
、
郡
の
面
積
に
分
布
さ
れ
る
毎
方
里
の
住
民
の
数
、
都
市
及
び
村
落
の
数
、
工
商
業
の
形
況
、
都
内
貧
富
の
形
況
）、
㋔
天
産
（
鉱
物
、

森
、
食
獣
）
を
考
慮
す
る
。

第
五
回
（
一
〇
月
二
二
日
）
…
①
租
税
の
改
租
の
費
用
、
②
延
滞
を
償
う
費
用
、
③
検
地
帳
等
の
簿
冊
の
整
理
、
大
、
小
、
臨
時
検
査

の
費
用
、
④
土
地
売
買
、
譲
与
に
関
す
る
手
数
料
は
、
僅
少
で
あ
る
。
①
が
租
額
の
百
分
の
三
、
②
と
③
合
計
で
租
額
の
百
分
の
二
を
超

過
し
え
な
い
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
百
分
の
一
・
五
は
積
金
と
し
、
五
厘
を
編
成
費
、
検
査
の
費
用
に
供
し
、
残
り
が
あ
れ
ば
、
積
立
金
に

充
て
る
と
さ
れ
る
。
積
立
金
は
、
一
村
の
土
地
欠
損
等
に
よ
り
納
付
し
え
な
い
と
き
、
貧
困
、
疾
病
に
よ
り
貢
租
を
納
め
え
な
い
と
き
、

積
金
に
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
風
雨
蝗
害
等
に
よ
り
減
租
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
用
い
得
る
と
す
る
。

第
六
回
（
一
〇
月
二
三
日
）
…
㋕
耕
地
の
分
割
、
㋖
耕
作
の
状
況
、
㋗
土
地
の
貸
与
、
売
却
の
状
況
を
加
味
し
て
、
郡
課
税
委
員
は
地

種
別
、
等
級
別
の
一
モ
ル
ゲ
ン
純
益
高
の
等
級
表
（
様
式
指
定
）
を
作
る
。
ま
た
地
種
別
収
穫
高
の
「
等
級
度
表
」（
様
式
指
定
）
を
作
る
。

こ
の
第
六
回
で
は
、
質
問
が
一
〇
月
一
一
日
の
説
明
と
一
〇
月
一
八
日
の
説
明
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。

マ
イ
エ
ッ
ト
氏
は
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
年
）
東
京
医
学
校
の
ド
イ
ツ
語
及
び
ラ
テ
ン
語
教
師
と
し
て
雇
用
さ
れ
た
が
、
延
期
途
中

の
一
八
七
九
年
（
明
治
一
二
年
）
に
大
蔵
省
に
転
じ
、
大
蔵
省
顧
問
と
し
て
省
務
及
び
火
災
保
険
制
度
を
担
当
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

⑤
露
国
統
計
原
理
（
一
巻
3
）
と
地
価
評
定
法
（
二
巻
1
）
…
こ
の
四
編
一
五
巻
の
本
中
で
唯
一
、
統
計
学
を
取
り
上
げ
た
一
一
八
頁
の

一
八
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
四
）

本
で
あ
る
。
第
一
章 

統
計
学
の
本
義
、
第
二
章 

国
家
基
礎
力
の
起
源
、
第
三
章 

人
口
を
論
ず
、
第
四
章 

人
民
の
営
業
力
、
と
い
っ
た

国
家
基
礎
力
を
目
標
に
お
い
た
統
計
学
を
ロ
シ
ア
に
学
ぼ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
一
八
七
五
年
（
明
治
八
年
）
に
イ
ワ
ノ

フ
ス
キ
ー
著
の
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行
の
書
で
あ
る
。

地
価
評
定
法
も
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
年
）
ペ
テ
ル
ス
ブ
ル
グ
刊
行
の
ヤ
コ
ブ
コ
ン
ソ
ン
氏
著
の
翻
訳
で
八
二
頁
に
及
び
、
①
村
邑

地
の
種
類
（
田
地
、
圃
地
、
草
生
地
及
び
牧
畜
地
）、
②
土
地
収
入
の
計
算
（
地
位
の
査
定
、
収
入
の
計
算
）、
③
収
入
中
よ
り
生
ず
る
雑
費
及
び

差
引
計
算
、
④
最
大
利
益
の
金
額
の
計
算
と
評
価
の
慣
例
が
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。

10　

章
程
編
の
検
討

⑴　

章
程
編
の
構
成

章
程
編
は
上
下
の
二
巻
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
他
の
編
と
異
な
り
、
国
別
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
①
人
事
（
採
用
、
配

置
、
等
級
、
職
制
、
職
員
録
等
）、
②
組
織
（
中
央
、
地
方
）、
③
事
務
章
程
（
租
税
官
心
得
・
規
則
）
等
で
あ
る
。

国
別
に
は
、
上
巻
が
英
国
と
米
国
、
下
巻
が
仏
国
と
独
国
で
あ
る
。

内
容
別
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
人
事
…
英
国
租
税
官
採
用
規
則
（
上
巻
1
）、
仏
国
配
置
法
並
び
に
等
級
（
下
巻
3
）、
独
国
官
省
録
抄
訳
（
大
蔵
省
職
員
及
び
オ
ス
ト
ロ

プ
ロ
イ
セ
ン
州
職
員
）（
下
巻
5
〜
7
）

②
組
織
…
米
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
法
律
大
全
郡
区
法
の
部
（
上
巻
3
）、
仏
国
大
蔵
省
組
織
及
び
仏
国
中
央
大
蔵
省
組
織
（
下
巻
1
、

2
）、
独
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
財
政
官
庁
組
織
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン
大
蔵
省
組
織
（
下
巻
5
、
7
）

一
八
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
五
）

③
事
務
章
程
…
英
国
歳
入
税
及
び
住
家
税
収
税
官
心
得
（
上
巻
2
）、
米
国
租
税
官
章
程
及
び
米
国
租
税
法
則
提
要
（
上
巻
4
、
5
）、
仏

国
大
蔵
省
事
務
章
程
及
び
仏
国
徴
税
官
職
制
及
び
事
務
章
程
（
下
巻
1
、
4
）、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
租
税
事
務
要
覧
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン

国
郡
収
税
吏
事
務
章
程
並
び
に
プ
ロ
イ
セ
ン
租
税
官
吏
規
則
（
下
巻
6
、
8
、
10
）

⑵　

章
程
編
の
主
要
論
文
の
検
討

①
米
国
租
税
法
則
提
要
（
上
巻
5
）
…
米
国
の
内
国
歳
入
法
令
実
務
を
詳
細
に
述
べ
て
お
り
、
現
在
、
毎
年
版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

“M
A
S
T
E
R
 T
A
X
 G
U
ID
E

”

の
前
身
と
み
ら
れ
る
。
内
地
収
税
委
員
の
事
か
ら
始
っ
て
蒸
溜
酒
、
蒸
溜
所
、
酒
精
印
紙
に
及
び
、
煙
草

税
に
つ
い
て
製
造
、
包
装
、
煙
草
印
紙
、
煙
草
検
査
官
に
及
ん
で
い
る
。
専
売
免
許
品
税
、
銀
行
税
、
承
継
及
び
相
続
税
か
ら
収
税
官
、

収
税
官
補
の
こ
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
二
六
八
頁
に
達
し
て
い
る
。
出
版
年
、
原
著
者
は
不
明
で
あ
る
。

②
仏
国
大
蔵
省
事
務
章
程
並
び
に
組
織
（
下
巻
2
）
…
一
八
八
五
年
（
明
治
一
五
年
）
に
パ
リ
で
刊
行
さ
れ
た
ジ
ョ
サ
ー
氏
原
著
の
「
大

蔵
省
」
の
訳
で
あ
る
。
一
五
二
頁
に
及
ぶ
大
冊
で
、
大
蔵
中
央
本
省
と
財
政
官
衙
に
分
か
れ
、
事
務
が
課
単
位
で
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い

る
。財

政
官
衙
に
は
、
直
税
局
と
登
記
局
の
二
局
が
あ
り
、
直
税
局
に
は
、
中
央
本
局
に
、
第
一
部
第
一
課
（
租
税
の
配
賦
と
営
業
税
の
賦
課
）

と
、
第
一
部
第
二
課
（
立
法
と
行
政
爭
訟
）
が
あ
る
。
第
二
部
第
一
課
が
一
般
の
事
務
で
、
第
二
部
第
二
課
が
地
籍
調
査
、
徴
税
切
符
調
成
、

配
賦
税
及
び
確
定
税
、
不
動
産
税
、
人
的
動
産
税
、
門
窓
税
、
営
業
税
の
こ
と
及
び
確
定
税
と
比
例
税
の
こ
と
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。③

プ
ロ
シ
ア
国
租
税
官
吏
規
則
（
下
巻
10
）
…
主
要
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
日
本
の
明
治
・
大
正
か
ら
戦
前
の
昭
和
の
官
吏
制
度

と
の
比
較
で
興
味
が
あ
る
の
は
、
プ
ロ
シ
ア
国
で
は
、
官
吏
を
高
等
官
と
属
官
に
分
け
採
用
、
保
証
等
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

一
八
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
六
）

こ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
明
治
二
年
に
勅
任
官
、
奏
任
官
、
判
任
官
の
別
を
大
政
官
職
員
令
で
定
め
て
い
る
が
、
明
治
一
九
年
の
高
等

宮
官
等
俸
給
令
で
、
高
等
官
を
勅
任
官
、
奏
任
官
と
す
る
な
ど
を
定
め
、
明
治
二
三
年
の
各
省
官
制
通
則
で
、
各
省
の
判
任
官
を
属
と
呼

ぶ
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
段
階
で
、
日
本
も
プ
ロ
イ
セ
ン
同
様
の
高
等
官
、
属
で
同
じ
構
成
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
は
、
明
治
二
三

年
で
高
等
官
八
、四
三
二
人
、
判
任
官
三
五
、三
七
〇
人
で
あ
っ
た
。
日
本
の
税
務
官
吏
は
、
明
治
二
九
年
で
、
高
等
官
一
四
六
人
、
税
務

属
は
五
、二
〇
〇
人
が
定
員
と
さ
れ
て
い
た
（
8
）

。

第
二　

明
治
三
五
年
│
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂

1　

出
版
の
概
要

内
国
税
彙
纂
と
は
、
明
治
三
五
年
か
ら
大
正
九
年
ま
で
に
、
東
京
税
務
監
督
（
管
理
）
局
が
約
二
〇
年
に
わ
た
り
、
合
計
八
一
冊
を
出

版
し
て
き
た
外
国
税
制
調
査
半
分
、
国
内
事
業
等
の
調
査
半
分
の
調
査
研
究
論
集
（
調
査
時
報
）
で
あ
る
。

各
号
は
、
一
つ
の
報
告
か
ら
な
る
も
の
が
多
い
が
、
五
つ
以
上
の
項
目
、
続
き
も
の
の
一
部
を
分
割
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
概
況
は
、

次
の
表
1
〜
表
3
で
示
す
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、
租
税
関
係
の
調
査
報
告
に
限
ら
ず
全
部
の
報
告
の
う
ち
頁
数
の
多
い
も
の
と
、
含
む
号
数
の
多
い
も
の
を
掲
げ
て
み
た
。
編
修

者
が
力
を
入
れ
た
重
要
な
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。（
表
4
、
5
及
び
表
6
参
照
）

2　
「
内
国
税
彙
纂
」
の
所
在

内
国
税
彙
纂
の
第
一
号
は
、
明
治
三
五
年
五
月
二
八
日
に
、
編
集
兼
発
行
者
東
京
税
務
管
理
局
と
し
て
発
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
税
務

一
八
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
七
）

表 1　暦年別発行数
年　次 発行数 年　次 発行数
明　35 3 大　元（明治45） 2
36 12 2 7
37 9 3 6
38 7 4 3
39 3 5 1
40 3 6 2
41 1 7 1
42 8 8 1
43 3 9 1
44 8

合　計 81
（注） 　内国税彙纂は、79号までが判明しているが、 4号の 2（明治36年）と13

号の次に号外（明治36年）が発行されているので合計81冊である。これに、
索引 1冊を加えると82冊になる。

表 2　標題数別号数
標題数別号数分布

標題数別 1 2 3 4 5 7 計
合計号数（数） 66 8 4 1 1 1 81
延べ件数（件） 66 16 12 4 5 7 110

（注） 　81号に延べ110件の報告等が掲載され、上欄から 1号 1報告書の号が66あ
り、 1号当りの報告等が平均1.4件であることが分かる。

　　　下欄は、報告等の合計が110であることを示す。

表 3　国別・税目別外国租税関係件数
税目別

国別 直税 所得 地租 相続他 酒税 砂糖 その他 地方税 計

フランス 3 3 2 1 9
アメリカ 1 2 3 6
ドイツ 1 3 4 1 2 1 4 1 17
イギリス 2 1 1 1 2 7
各国比較 1 1 3 5
諸　国 1 1 2 1 5
計 1 9 10 2 7 10 6 4 49

⑴　国別にはドイツの調査・報告が17で 1 位であり、次いでフランス、イギリ
ス、アメリカである。
⑵　税目別では、地租と砂糖税が10で 1 位、次いで所得税、酒税である。
⑶　総延件数110件のうち、外国租税関係が49件と全体の45％に当り、内国税彙
纂というが、半分は外国税の翻訳調査で、明治20年の外国租税調査の続編と
みることもできる。

号 号

一
八
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
七
八
）

表 4　国別・税目別外国租税関係件数比率
税目別

国別 直税 所得 地租 相続他 酒税 砂糖 その他 地方税 計

フランス
33.3 30.0 28.6 10.0 18.3

33.3 33.3 22.2 11.1 100.0

アメリカ
11.1 28.6 30.0 12.2

16.7 33.3 50.0 100.0

ドイツ
10.0 33.3 40.0 50.0 28.6 10.0 66.9 25.0 34.6

5.9 17.7 23.5 5.9 11.8 5.9 23.5 5.9 100.0

イギリス
22.2 10.0 50.0 10.0 50.0 14.8

28.5 28.5 14.3 14.3 42.9 100.0

各国比較
10.0 14.2 30.0 10.2

20.0 20.0 60.0 100.0

諸　国
10.0 10.0 33.3 25.0 10.2

20.0 20.0 40.0 20.0 100.0

計
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

　　2.0 18.4 20.4 4.1 14.3 20.4 12.2 8.2 100.0

〈注〉⑴　イ国別では、ドイツが最大で全体の34.6％、約1/3である。
　　⑵ 　税目別では、地租関係と砂糖消費税が共に件数の20％、約1/5づつであ

る。

表 5　頁数の多い報告、調査等の一覧

報告、調査等 頁数 掲載号数 順位

1）英国地方税報告（森賢吾） P516 第1、3、28 2

2）仏国・田家之所有地（ア・スーソン、小出拙蔵訳） P169 第14、18、19 10

3）独国・製糖調査報告（下斗米半治） P235 第11 7

4）沖縄法制史（大蔵省主税局） P90 第8 13

5）小笠原島調査復令書（平野貞次、丹波鉄治） P517 第1、4の1、48、49 1

6）本邦地方財政 P297 第5 6

7）塩業視察報告（田代保） P115 第13 12

8）地租関係書類彙纂（大蔵省主税局編） P264＋66 号外 5

9）フランスの租税（小出拙蔵訳） P198 第33 8

10）米国租税制度 P118 第78 11

11）各国租税制度の概要 P178 第79 9

12）砂糖消費税に関する調査報告等 P470 第1、9、12、18、19 3

13）酒類の検査監督（松田健彦） P417 第2、15、18 4

一
八
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
七
九
）

監
督
局
官
制
が
、
同
年
一
一
月
五
日
付
で
施
行
さ
れ
た
の
で
、
第
三
号
か
ら
東
京
税
務
監
督
局
発

行
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
大
正
九
年
六
月
の
七
九
号
ま
で
（
四
号
の
二
、
あ
と
、
明
治
三
六
年
一
一
月
の

号
外
一
冊
を
加
え
）
八
一
冊
が
発
行
さ
れ
て
い
（
9
）

る
（
10
）

。

な
お
、
戦
前
の
大
蔵
省
文
庫
の
在
庫
目
録
は
、
大
蔵
財
務
協
会
の
雑
誌
「
財
政
」
の
昭
和
一
二

年
三
月
号
か
ら
六
月
号
ま
で
に
、
高
楯
俊
大
蔵
省
文
庫
長
に
よ
り
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は

明
治
三
五
年
か
ら
明
治
四
三
年
の
四
三
号
ま
で
は
、
発
行
順
に
全
部
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治

四
四
年
以
降
は
断
続
的
で
あ
る
。

現
在
、
大
蔵
省
以
外
で
こ
の
内
国
税
彙
纂
を
集
め
て
い
る
の
は
、
国
定
国
立
図
書
館N

D
L
-

O
P
A
C

に
、
第
一
号
│
第
三
一
号
及
び
索
引
一
冊
（
欠
が
あ
る
た
め
計
二
〇
冊
）、N

A
C
S
IS
-C
A
T

子
書
雑
情
報
に
、
一
か
ら
六
〇
ま
で
の
番
号
を
付
し
て
、
六
〇
冊
が
所
在
す
る
と
さ
れ
、
民
間
で

は
一
番
多
い
所
有
状
況
で
あ
る
。
大
学
図
書
館
は
、
阪
大
の
二
〇
冊
が
多
い
方
で
、
一
橋
大
、
京

大
、
同
志
社
大
等
は
三
〜
五
冊
程
度
所
有
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
目
録
等
を
精
査
し
て
、
全
七
九
号
プ
ラ
ス
二
号
合
計
八
一
号
と
索
引
号
の
標
題
、
出

版
年
月
、
頁
数
を
明
ら
か
に
し
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
等
の
研
究
標
題
の
統
合
、
分
割
に
努
め
、
内
容

の
研
究
を
行
っ
た
の
が
、
本
稿
で
あ
る
。

表 6　発行号数の多い報告、調査等

報告、調査等 発行号数 合計号数

1　小笠原島調査復命書 第1、4の1、48、49号 4

2　砂糖消費税に関する調査報告等 第1、9、12、18、19号 5

3　機業沿革調査（西陣、長浜、丹後等） 第24、25、30、77号 4

4　醤油・味噌・研究報告 第38、45 ～ 47、50、53、
55、56、58、61 ～ 64号 14

5　（酒類）醸造業指導に関する実績 第51、59、69、73号 4

発行号数が 4号以上のものを掲げた。

号

一
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七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
〇
）

3　

内
国
税
彙
纂
細
目
録

明
治
三
五
年

第
一
号　

1）　

英
国
地
方
税
ニ
関
ス
ル
報
告
（
一
）　

森
賢
吾
復
命
書　

P
47　

（
一
九
〇
二
年
五
月
）　

2）　

砂
糖
消
費
税
法
施
行
参
考

書　

P
29　

3）　

小
笠
原
島
調
査
復
命
書　

第
一
巻
（
平
野
与
次
及
ビ
丹
波
鉄
弥
）　

P
154　

4）　

小
笠
原
島
製
糖
同
業
組
合
定
款　

P
281　

5）　

砂
糖
消
費
税
法
施
行
方
報
告　

P
12　

6）　

砂
糖
消
費
税
法
取
締
要
目　

P
10　

7）　

砂
糖
製
造
取
引
調
査
書　

P
60

第
二
号　

1）　

北
米
合
衆
国
酒
類
検
査
監
督
ニ
関
ス
ル
調
査
事
項　
（
松
田
健
彦
復
命
）　

P
339　

（
一
九
〇
二
年
一
一
月
）　

2）　

ド
イ
ツ

会
計
検
査
官
（
検
査
院
）
コ
ン
ゲ
氏
意
見
書　
（
会
計
検
査
院
法
案
ニ
対
ス
ル
意
見
）　

P
8

第
三
号　

英
国
地
方
財
政
取
調
復
命
書
（
二
）　
（
森
賢
吾
）　

P
103　

（
一
九
〇
二
年
一
二
月
）

明
治
三
六
年

第
四
号
ノ
一　

小
笠
原
島
調
査
復
命
書
第
二
巻
（
平
野
与
次
及
ビ
丹
波
鉄
弥
）P

186　
（
一
九
〇
三
年
）

第
四
号
ノ
二　

1 

萬
国
自
由
貿
易
協
会
調
書　

砂
糖
問
題
及
ブ
リ
ュ
セ
ル
会
議　

P
20　

（
一
九
〇
三
年
）　

2 

売
買
地
ノ
事　
（
沽
券
ノ

問
ニ
対
シ
テ
言
フ
）　

P
6

第
五
号　

地
方
財
政
ノ
現
況　

P
297　

（
一
九
〇
三
年
）

第
六
号　

北
米
合
衆
国
ニ
於
ケ
ル
米
作
ニ
関
ス
ル
調
査
報
告　
（
森
広
）　
（
農
商
務
省
商
工
局
臨
時
報
告
転
載
）　

P
59　

（
一
九
〇
三
年
五
月
）

第
七
号　

1）　

仏
国
に
お
け
る
「
ア
ル
コ
ー
ル
」

税
沿
革
及
び
現
行
法　

P
30　

2）　

一
八
八
七
年
ニ
於
ケ
ル
（
仏
国
）
元
老
院
通

常
会
議　

同
年
二
月
七
日
ノ
会
議
筆
記
録　

衛
生
上
、
道
徳
上
、
国
庫
ノ
収
入
上
ノ
三
点
ヨ
リ
研
究
シ
「
ア
ル
コ
ー
ル
」
ノ
消
費
ニ

関
シ
速
ニ
編
成
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
メ
ラ
レ
タ
ル
報
告
委
員
会
ノ
名
義
ニ
テ
提
出
セ
ル
報
告
書　
（
ボ
ー
シ
ユ
県
選
出
元
老
院
議
員
ク
ロ
ー
ド

一
八
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
一
）

氏
）　

P
28　

3）　

仏
国
に
お
け
る
葡
萄
酒
産
出
額　

P
42　

（
一
九
〇
三
年
五
月
）

第
八
号　

沖
縄
法
制
史　
（
大
蔵
主
税
局
編
）　

P
90　

（
一
九
〇
三
年
一
〇
月
）

第
九
号　

1）　

砂
糖
条
約
ニ
関
ス
ル
法
案　

P
2

　
（
一
九
〇
三
年
一
〇
月
）　

2）　

露
国
ニ
於
ケ
ル
甜
菜
ノ
栽
培
及
ビ
砂
糖
業　

P
6

　

3）　

仏
国
所
得
税
法
案
批
評　

P
4

第
一
〇
号　

1）　

ド
イ
ツ
ニ
於
ケ
ル
雹
害
保
険
問
題
│
学
理
的
、
歴
史
的
、
批
評
的
観
察　
（
ズ
ツ
ク
ス
オ
ン
ト
著
）　

P
42　

（
一
九
〇
三

年
一
一
月
）　

2）　

保
険
字
彙
抄
録　
（
英
ワ
ル
フ
オ
ー
ド
著
）　

P
11

第
一
一
号　

ド
イ
ツ
国
製
糖
調
査
報
告　
（
下
斗
米
半
治
）　

附
自
第
一
図
至
第
二
二
図　

P
235　

（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）

第
一
二
号　

1）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

小
出
拙
藏
譯　

田
家
之
所
有
地　

第
一
編　

P
37　

（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）　

2）　

矢
橋
技

師　

建
築
に
関
す
る
説
話　

P
43　

3）　

明
治
三
三
年
度　

一
段
歩
当
リ
国
税
地
方
税
額
調
及
納
額
表　

P
3

第
一
三
号　

塩
業
視
察
報
告　
（
田
代
保
）　

P
115　

（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）

号　

外　

地
租
関
係
書
類
彙
纂
（
大
蔵
省
主
税
局
編
）　

P
264

＋66　
（
一
九
〇
三
年
一
一
月
）

明
治
三
七
年

第
一
四
号　

1）　

豪
州
土
地
所
有
権
法　

P
37　

（
一
九
〇
四
年
二
月
）　

2）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

田
家
之
所
有
地　

第
二
、
三
編　

P
61

第
一
五
号　

ド
イ
ツ
ニ
於
ケ
ル
酒
精
『
カ
ル
テ
ル
』
論　

P
43　

（
一
九
〇
四
年
二
月
）

第
一
六
号　

仏
国
一
般
所
得
税
法
案
及
ビ
説
明
書　

P
39　

（
一
九
〇
四
年
二
月
）

第
一
七
号　

1）　

ス
ェ
ー
デ
ン
国
制
度　

P
46　

（
一
九
〇
四
年
三
月
）　

2）　

ノ
ー
ル
ウ
ェ
国
制
度　

P
54　

3）　

デ
ン
マ
ー
ク
国
制
度　

一
八
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
二
）

P
36　

4）　

ベ
ル
ギ
ー
国
制
度　

P
54

第
一
八
号　

1）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

田
家
之
所
有
地　

第
四
編　

P
47　
（
一
九
〇
四
年
四
月
）　

2）　

ド
イ
ツ
外
一
五
国　

砂
糖

税
ニ
関
ス
ル
方
式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
19　

3）　

フ
ラ
ン
ス
外
五
国　

麦
酒
税
ニ
関
ス
ル
方
式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
24　

4）　

フ
ラ
ン
ス
外
八
国　

酒
精
税
ニ
関
ス
ル
方
式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
7

　

5）　

ベ
ル
ギ
ー
外
四
国　

葡
萄
酒
税
ニ
関
ス
ル
方

式
、
税
率
、
納
期
ノ
件　

P
14

第
一
九
号　

1）　

万
国
砂
糖
会
議
前
後
ニ
於
ケ
ル
砂
糖
ノ
趨
勢　

P
15　

（
一
九
〇
四
年
四
月
）　

2）　

仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
著　

田
家
之

所
有
地　

第
五
編　

P
24

第
二
〇
号　

ド
イ
ツ
帝
国
印
紙
税　

P
37　

（
一
九
〇
四
年
五
月
）

第
二
一
号　

1）　

仏
国
大
蔵
省
編
纂　

欧
州
動
産
財
政　

露
西
亜
ノ
部　

P
29　

（
一
九
〇
四
年
六
月
）　

2）　

仏
国
現
行
・
地
籍
台
帳
論

（
一
）　

仏
国
治
安
裁
判
所
判
事
エ
ヌ
・
ジ
ー
・
ピ
ー
・
ヘ
ン
ヌ
カ
ン
氏
発
行　

P
32

第
二
二
号　

1）　

大
蔵
省
主
税
局
長　

目
賀
田
種
太
郎　

欧
米
各
国
被
差
遣
復
命
書　

一
部
分　
（
一
九
〇
四
年
）　

⑴P
25　

⑵P
16　

⑶P
27　

⑷P
3

　

2）　

仏
国
大
蔵
省
編
纂　

欧
州
動
産
財
政
・
仏
国
ノ
部
上　

P
37　

3）　

仏
国
現
行
・
地
籍
台
帳
論
（
二
）　

仏

国
治
安
裁
判
所
判
事
エ
ヌ
・
ジ
ー
・
ピ
ー
・
ヘ
ン
ヌ
カ
ン
氏
発
行　

P
30

明
治
三
八
年

第
二
三
号　

欧
米
各
国
ニ
於
ケ
ル
砂
糖
ニ
関
ス
ル
制
度　
（
一
九
〇
五
年
二
月
）

第
二
四
号　

西
陣
機
業
沿
革
調
査
書　
（
一
九
〇
五
年
三
月
）

第
二
五
号　

1）　

長
浜
縮
緬
機
業
沿
革
調
査
書　
（
一
九
〇
五
年
三
月
）　

2）　

丹
後
機
業
沿
革
調
査
書

一
九
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
三
）

第
二
六
号　

税
務
監
督
局
技
手
佐
藤
保
吉
・
韓
国
出
張
調
査
事
項
報
告　
（
一
九
〇
五
年
七
月
）

第
二
七
号　

1）　

植
民
制
度
論　

第
一
編　
（
一
九
〇
五
年
七
月
）　

2）　

仏
国
現
行
・
地
籍
台
帳
論
（
三
）
仏
国
治
安
裁
判
所
判
事
エ

ヌ
・
ジ
ー
・
ピ
ー
・
ヘ
ン
ヌ
カ
ン
氏
発
行　

3）　

仏
国
植
民
地
財
政
制
度

第
二
八
号　

英
国
地
方
財
政
取
調
復
命
書
（
三
）〈
森
賢
吾
〉　P
366　
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
）

第
二
九
号　

1）　

議
員
外
委
員
提
出　

所
得
税
概
報　
（
一
九
〇
五
年
一
〇
月
）　

2）　

仏
国
大
蔵
省
編
纂　

欧
州
動
産
財
政　

仏
国
ノ
部

下

明
治
三
九
年

第
三
〇
号　

1）　

織
物
一
班　
（
一
九
〇
六
年
四
月
）　

2）　

絹
糸
鑑
定
法　

3）　

織
物
繊
維
試
験
方
法

第
三
一
号　

米
国
『
ア
ル
コ
ー
ル
』
税
廃
止
法
案
並
ニ
此
ニ
関
ス
ル
諸
評
論
抄
訳
（
一
九
〇
四
〜
一
九
〇
五
年
）　
（
一
九
〇
六
年
六
月
）

第
三
二
号　

大
ブ
リ
テ
ン
及
ビ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ニ
於
ケ
ル
所
得
税
摘
要　
（
一
九
〇
六
年
六
月
）

明
治
四
〇
年

第
三
三
号　

フ
ラ
ン
ス
ノ
租
税　
（
小
出
拙
臓
訳
）　
（
一
九
〇
七
年
七
月
）　

P
198

第
三
四
号　

ド
イ
ツ
帝
国
火
酒
税
法
規　
（
一
九
〇
七
年
八
月
）

第
三
五
号　

世
界
各
国
手
形
印
紙
税　
（
一
九
〇
七
年
一
二
月
）

明
治
四
一
年

第
三
六
号　

プ
ロ
シ
ア
地
方
税
改
革
始
末
・
附
プ
ロ
シ
ア
地
方
團
體
公
課
法　

P
76　

（
一
九
〇
八
年
一
月
）

一
九
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
四
）

明
治
四
二
年

第
三
七
号　

仏
国
焼
酎
蒸
溜
業
者
ノ
手
引　
（
一
九
〇
九
年
三
月
）

第
三
八
号　

醤
油
ノ
酵
母
菌
類
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
一
集　
（
一
九
〇
九
年
七
月
）

第
三
九
号　

一
九
〇
九
年
三
月
一
〇
日
仏
国
下
院
ヲ
通
過
シ
タ
ル
所
得
税
法
案　
（
一
九
〇
九
年
八
月
）

第
四
〇
号　

一
八
九
一
年
六
月
公
布
、
一
九
〇
六
年
六
月
改
正　

プ
ロ
シ
ア
王
国
所
得
税
法　
（
一
九
〇
九
年
八
月
）

第
四
一
号　

ド
イ
ツ
帝
国
財
政
改
革
要
領　

付
理
由
書　

P
34

＋24　
（
一
九
〇
九
年
八
月
）

第
四
二
号　

ド
イ
ツ
ニ
於
ケ
ル
土
地
増
価
税　
（
一
九
〇
九
年
九
月
）

第
四
三
号　

各
国
租
税
賦
課
法
綱
要　

P
469　
（
一
九
〇
九
年
九
月
）

第
四
四
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
化
学
的
研
究
報
告　
（
一
九
〇
九
年
一
〇
月
）

明
治
四
三
年

第
四
五
号　

醤
油
ノ
酵
母
菌
類
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
二
集　
（
一
九
一
〇
年
）

第
四
六
号　

醤
油
ノ
酵
母
菌
類
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
三
集　
（
一
九
一
〇
年
）

第
四
七
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
四
集　
（
一
九
一
〇
年
一
〇
月
）

明
治
四
四
年

第
四
八
号　

伊
豆
七
島
状
況
視
察
復
命
書　

第
三
巻　
（
一
九
一
一
年
三
月
）

第
四
九
号　

伊
豆
七
島
状
況
視
察
復
命
書　

第
四
巻　
（
一
号
、
四
号
の
一
、
四
八
号
及
び
四
九
号
ま
で
の
合
計P

517

）　
（
一
九
一
一
年
）

第
五
〇
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
五
集　
（
一
九
一
一
年
）

一
九
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
五
）

第
五
一
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
蹟
（
一
）　
（
一
九
一
一
年
六
月
）

第
五
二
号　

英
独
両
国
土
地
増
価
税
法　

P
74　

（
一
九
一
一
年
七
月
）

第
五
三
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
六
集　
（
一
九
一
一
年
）

第
五
四
号　

ド
イ
ツ
帝
国
印
紙
税
法　
（
一
九
一
一
年
一
二
月
）

第
五
五
号　

醤
油
及
ビ
味
噌
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
七
集　
（
一
九
一
一
年
一
二
月
）

明
治
四
五
年

第
五
六
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
八
集　
（
一
九
一
二
年
三
月
）

大
正
元
年

第
五
七
号　

兵
役
税
論　
（
一
九
一
二
年
一
〇
月
）

大
正
二
年

第
五
八
号　

醤
油
醸
造
関
係
事
項
及
ビ
味
醂
麹
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
九
集　
（
一
九
一
三
年
三
月
）

第
五
九
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
蹟
（
二
）　
（
一
九
一
三
年
四
月
）

第
六
〇
号　

地
租
立
法
例　
（
一
九
一
三
年
五
月
）

第
六
一
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
集　
（
一
九
一
三
年
五
月
）

第
六
二
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
一
集　
（
一
九
一
三
年
）

第
六
三
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
二
集　
（
一
九
一
三
年
一
二
月
）

第
六
四
号　

醤
油
ニ
関
ス
ル
研
究
報
告　

第
十
三
集　
（
一
九
一
三
年
一
二
月
）

一
九
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
六
）

大
正
三
年

第
六
五
号　

ド
イ
ツ
帝
国
相
続
税
法　
（
一
九
一
四
年
一
月
）

第
六
六
号　

英
国
相
続
税
法
概
要　
（
一
九
一
四
年
一
月
）

第
六
七
号　

ハ
ン
ガ
リ
ー
ニ
於
ケ
ル
税
制
改
革　
（
一
九
一
四
年
二
月
）

第
六
八
号　

セ
ル
ビ
ア
国
租
税
制
度
概
要　
（
一
九
一
四
年
二
月
）

第
六
九
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
事
績
（
三
）　
（
一
九
一
四
年
）

第
七
〇
号　

ド
イ
ツ
帝
国
ノ
臨
時
非
常
兵
事
税
法
及
ビ
財
産
増
加
税
法　
（
一
九
一
四
年
七
月
）

大
正
四
年

第
七
一
号　

ド
イ
ツ
ノ
直
接
税
制
度　
（
一
九
一
五
年
三
月
）

第
七
二
号　

北
米
合
衆
国
所
得
税
法
│
一
九
一
三
年
│　

P
22　

（
一
九
一
五
年
五
月
）

第
七
三
号　

醸
造
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
績
（
四
）　
（
一
九
一
五
年
）

大
正
五
年

第
七
四
号　

英
国
所
得
税
法　
（
一
九
一
六
年
九
月
）

大
正
六
年

第
七
五
号　

戦
前
ド
イ
ツ
営
業
者
ノ
租
税
負
担
ニ
関
ス
ル
研
究
（
一
）
最
近
ド
イ
ツ
商
工
業
ノ
発
達　
（
一
九
一
七
年
八
月
）

第
七
六
号　

戦
前
ド
イ
ツ
営
業
者
ノ
租
税
負
担
ニ
関
ス
ル
研
究
（
二
）
所
得
税
及
び
財
産
税　
（
一
九
一
七
年
八
月
）

一
九
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
七
）

大
正
七
年

第
七
七
号　

メ
リ
ヤ
ス
及
ビ
フ
エ
ル
ト
ニ
関
ス
ル
調
査　
（
一
九
一
八
年
一
〇
月
）

大
正
八
年

第
七
八
号　

米
国
租
税
制
度　

P
118　

（
一
九
一
九
年
七
月
）

大
正
九
年

第
七
九
号　

各
国
租
税
制
度
ノ
概
要　

P
178

＋
付
録　
（
一
九
二
〇
年
六
月
）

4　

内
国
税
彙
纂
の
検
討

（
1
）
は
じ
め
に

内
国
税
彙
纂
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
五
年
五
月
二
八
日
に
そ
の
第
一
号
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
索
引
が
明
治
三
七
年
八
月
に
出
版
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
「
索
引
内
訳
」
は
三
七
六
頁
で
、
彙
纂
第
一
号
か
ら
第
二
二
号
ま
で
に
つ
い
て
は
、「
酒
類
検
査
監
督
ノ
部
」
と
か
、「
英
国

地
方
税
ノ
部
」
と
か
、
部
分
け
を
し
て
あ
り
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
も
の
は
、
何
号
か
を
一
緒
に
し
、
又
は
同
じ
号
で
も
内
容
が
異

な
る
も
の
は
、
分
離
し
て
別
の
部
に
含
ま
せ
て
い
る
。

実
例
を
挙
げ
る
と
、
初
め
の
部
は
「
砂
糖
消
費
税
及
砂
糖
に
関
す
る
取
調
の
部
」
で
あ
る
。
こ
の
部
に
は
、
第
一
号
「
⑴
英
国
地
方
税

に
関
す
る
報
告
」
を
除
い
た
第
一
号
の
⑵
か
ら
⑺
ま
で
が
属
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。

第
二
番
目
の
部
は
「
砂
糖
条
約
に
関
す
る
法
案
そ
の
他
砂
糖
に
関
す
る
部
」
と
さ
れ
、
こ
の
部
に
第
九
号
の
「
⑴
砂
糖
条
約
に
関
す
る

法
案
」
と
「
⑵
露
国
に
於
け
る
甜
菜
の
栽
培
及
砂
糖
業
」
が
含
め
ら
れ
て
い
る
。
九
号
⑶
は
仏
の
〝
所
得
税
法
案
〞
関
係
な
の
で
、
こ
の

一
九
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
八
八
）

部
か
ら
除
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
第
一
八
号
の
「
⑵
ド
イ
ツ
外
一
五
ヶ
国
砂
糖
税
に
関
す
る
方
式
、
税
率
、
納
期
の
件
」
が
こ

の
部
に
含
ま
れ
て
い
る
。
一
八
号
の
⑴
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
田
家
之
所
有
地
」、
⑶
か
ら
⑸
は
、
麦
酒
税
、
酒
精
税
、
葡
萄
酒
税
に
関
す

る
方
式
等
で
、
砂
糖
と
異
な
る
の
で
こ
の
部
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

第
三
番
目
の
部
は
、「
砂
糖
に
関
す
る
取
調
書
の
部
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
第
一
一
号
〝
ド
イ
ツ
国
製
糖
調
査
報
告
〞
全
部
（
二
三
五
頁
に

附
図
二
二
）
と
、
第
一
九
号
「
⑴
万
国
砂
糖
会
議
前
後
に
於
け
る
砂
糖
の
趨
勢
」
が
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
様
に
長
く
引
用
し
た
の
は
、
内
国
税
彙
纂
全
八
一
冊
を
こ
の
彙
纂
の
索
引
の
よ
う
に
、
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
た
形
で
整
理
し
て
示
し

た
方
が
研
究
上
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
主
要
な
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
項
目
又
は
重
要
な
個
別
項
目
と
そ
の
検
討

①
砂
糖
消
費
税
と
砂
糖
に
関
す
る
調
査

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
一
号
⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
に
第
四
号
ノ
二
、
第
九
号
⑴
⑵
、
第
一
一
号
、
第
一
八
号
⑵
及
び
第
一
九
号
⑴
（
明
治

三
五
年
〜
三
七
年
）

㋑
検
討
…
す
で
に
こ
の
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、（
1
）で
相
当
述
べ
た
が
、
第
九
号
⑵
の
「
ロ
シ
ア
の
甜
菜
の
栽
培
及
び
砂
糖

業
」、
第
一
一
号
の
「
ド
イ
ツ
国
製
糖
調
査
報
告
」
で
は
、
甜
菜
糖
の
農
業
的
調
査
、
工
場
概
況
と
製
糖
法
、
精
製
業
か
ら
わ
が
国
の
甜

菜
糖
業
に
関
す
る
意
見
、
万
国
砂
糖
条
約
ま
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

②
酒
類
の
検
査
監
督
及
び
指
導

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
二
号
（
⑴
米
国
の
酒
類
の
検
査
監
督
に
関
す
る
調
査
、
⑵
ド
イ
ツ
会
計
検
査
院
の
酒
類
の
検
査
監
督
に
関
す
る
意
見
書
）、

第
七
号
（
仏
国
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
課
税
の
沿
革
と
現
行
法
上
の
問
題
点
│
衛
生
上
、
道
徳
上
、
国
庫
の
収
入
上
の
元
老
院
会
議
意
見
）
及
び
第

一
九
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
八
九
）

一
五
号
（
ド
イ
ツ
に
於
け
る
酒
精
カ
ル
テ
ル
論
）、
第
一
八
号
⑶
〜
⑸
（
ビ
ー
ル
税
、
酒
精
税
、
葡
萄
酒
税
に
関
す
る
課
税
方
式
、
税
率
等
）
並
び
に

第
三
一
号
（
ア
ル
コ
ー
ル
税
廃
止
法
案
に
対
す
る
書
評
論
等
）
及
び
第
三
四
号
（
ド
イ
ツ
帝
国
酒
税
法
）、
並
び
に
第
三
七
号
（
仏
国
焼
酎
蒸
溜
業

者
の
手
引
）
ま
で
（
明
治
三
五
年
〜
四
二
年
）

㋑
検
討
…
酒
税
及
び
酒
類
業
に
つ
い
て
は
、
明
治
三
二
年
か
ら
昭
和
一
〇
年
ま
で
は
少
し
の
例
外
は
あ
る
が
概
ね
酒
税
が
地
租
を
超
え
、

所
得
税
に
追
い
越
さ
れ
る
ま
で
税
収
第
一
位
の
税
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
く
調
べ
ら
れ
て
い
る
。

③
英
国
地
方
財
政
取
調
復
命
書

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
一
号
四
七
頁
、
第
三
号
一
〇
三
頁
、
第
二
八
号
三
六
六
頁
、
合
計
頁
数
は
五
一
六
頁
に
達
す
る
。（
明
治
三
五
年

〜
三
八
年
）

㋑
検
討
…
最
終
復
命
書
提
出
当
時
（
明
治
三
八
年
）
は
、
司
税
官
兼
大
蔵
書
記
官
で
あ
っ
た
森
賢
吾
氏
が
、
明
治
三
四
年
三
月
か
ら
翌

年
五
月
ま
で
英
国
に
出
張
し
た
と
き
の
大
蔵
大
臣
に
対
す
る
英
国
の
地
方
税
財
政
に
関
す
る
報
告
書
で
あ
る
。
森
賢
吾
氏
は
、
そ
の
後
、

大
正
一
〇
年
五
月
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
駐
在
の
財
務
官
で
、
外
債
業
務
に
従
事
さ
れ
、
津
島
寿
一
氏
の
「
芳
糖
随
想
」
第
十
一
集
と
第
十
二

集
は
「
森
賢
吾
さ
ん
の
こ
と
」
上
、
下
で
あ
る
。

こ
の
報
告
の
内
容
は
、
第
一
編 

地
方
団
体
の
組
織
権
限
と
各
団
体
の
財
政
の
大
要
、
第
二
編 

地
方
財
政
、
第
三
編 

地
方
財
政
と
地
方

経
済
、
第
四
編 

地
方
財
政
と
国
家
経
済
の
関
係
、
第
五
編 

現
状
に
対
す
る
英
国
経
世
家
の
意
見
と
な
っ
て
い
る
。

④
沖
縄
法
制
度

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
八
号
（
明
治
三
六
年
）
九
〇
頁

㋑
検
討
…
沖
縄
県
収
税
長
に
よ
る
沖
縄
法
制
と
税
制
の
調
査
報
告
で
単
一
で
あ
る
が
、
沖
縄
法
制
の
基
本
的
文
献
と
し
て
注
目
さ
れ
た

一
九
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
〇
）

資
料
で
あ
る
。

内
容
は
第
一
章
か
ら
第
一
一
章
ま
で
に
分
か
れ
、
1 

沖
縄
の
歴
史
、
2 

官
位
制
度
、
3 

地
方
制
度
、
4 

土
地
制
度
、
5 

租
税
制
度
、

6 

民
事
制
度
、
7 

刑
事
法
制
、
8 

内
法
制
度
、
9 

社
事
制
度
、
10 

通
商
沿
革
、
11 

土
地
整
理
事
業
の
影
響
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。⑤

田
家
之
所
有
地

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
一
二
号
⑴
、
第
一
四
号
⑵
、
第
一
八
号
⑴
、
第
一
九
号
⑵
（
明
治
三
六
年
・
三
七
年
）
計
で
一
六
九
頁

㋑
検
討
…
仏
国
ア
・
ス
ー
ソ
ン
氏
著
の
翻
訳
で
四
回
に
分
載
さ
れ
、
小
出
拙
蔵
氏
の
訳
で
あ
る
。

内
容
は
、
⑴
国
家
の
所
有
地
の
土
地
の
幅
員
、
収
穫
、
耕
作
法
、
⑵
国
家
中
等
の
所
有
地
（
中
農
）、
大
農
の
所
有
地
、
小
農
の
細
分

割
地
と
の
比
較
、
⑶
国
家
所
有
地
の
負
担
、
⑷
国
家
所
有
地
の
法
制
設
計
、
⑸
田
家
の
所
有
地
の
負
担
軽
減
法
と
、
五
つ
に
区
分
し
て
、

中
農
地
方
地
主
の
保
存
策
を
提
案
し
て
い
る
。

⑥
欧
米
各
国
被
差
遺
復
命
書

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
二
二
号
（
明
治
三
七
年
）
七
一
頁　

被
差
遺
復
命
書
の
一
部
分
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
続
が
あ
る
の
か
と
思
っ

た
が
、
大
正
九
年
の
七
九
号
ま
で
に
は
、
出
さ
れ
て
い
な
い
。
目
賀
田
主
税
局
長
は
、
明
治
三
七
年
一
〇
月
一
八
日
に
、
若
槻
礼
次
郎
主

税
局
長
に
交
替
し
て
い
る
。

㋑
検
討
…
大
蔵
省
主
税
局
長
目
賀
田
種
太
郎
の
復
命
書
は
次
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
①
ロ
ン
ド
ン
市
制
摘
訳
、
②
ロ
ン
ド
ン

郡
会
才
出
と
そ
の
概
略
、
③
地
方
税
の
負
担
と
そ
の
負
担
者
、
④
オ
ー
ス
ト
リ
ー
帝
国
私
立
商
工
信
用
社
定
款
、
⑤
一
九
〇
一
年
オ
ー
ス

ト
リ
ー
国
煙
草
専
売
収
支
計
算
書
で
あ
る
。

一
九
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
一
）

⑦
機
業
沿
革
調
査

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
二
四
号
西
陣
機
業
、
第
二
五
号
①
長
浜
チ
リ
メ
ン
機
業
、
②
丹
後
機
業
、
第
三
〇
号
①
織
物
一
班
、
②
絹
糸
鑑

定
法
、
③
織
物
繊
維
試
験
方
法
、
第
七
七
号
メ
リ
ヤ
ス
及
び
フ
エ
ル
ト
に
関
す
る
調
査
。（
二
四
号
及
び
二
五
号
は
明
治
三
八
年
、
三
〇
号
は

明
治
三
九
年
、
第
七
七
号
は
大
正
七
年
発
行
）

㋑
検
討
…
織
物
消
費
税
は
、
明
治
三
七
年
に
日
露
戦
争
の
戦
費
調
達
の
た
め
、
毛
織
物
に
一
五
％
の
税
率
で
創
設
さ
れ
、
明
治
三
八
年

に
毛
織
物
以
外
に
一
〇
％
の
税
率
で
拡
充
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
戦
争
終
了
に
伴
う
整
理
で
、
明
治
四
三
年
に
税
率
一
律
一
〇
％
と
さ
れ
た
。

大
正
に
入
る
と
、
織
物
消
費
税
は
、
三
悪
税
の
一
つ
と
し
て
、
廃
止
運
動
の
対
象
と
な
り
、
大
正
一
一
年
に
海
軍
軍
縮
に
伴
う
減
税
で

課
税
範
囲
が
軽
減
さ
れ
、
大
正
一
五
年
に
綿
織
物
消
費
税
が
廃
止
さ
れ
た
。
戦
後
、
昭
和
二
一
年
八
月
の
改
正
で
物
品
税
に
統
合
さ
れ
た
。

こ
の
課
税
開
始
に
当
り
、
主
要
織
物
産
地
の
織
物
業
の
実
態
や
検
査
方
法
等
を
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。

西
陣
機
業
は
、
京
都
市
西
陣
地
区
で
行
わ
れ
る
精
巧
で
高
級
な
絹
織
物
の
製
作
で
、
伝
統
と
技
術
が
高
く
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
と
言

わ
れ
た
。

長
浜
チ
リ
メ
ン
機
業
は
、
滋
賀
県
琵
琶
湖
沿
岸
の
長
浜
市
で
生
産
さ
れ
る
縦
糸
に
よ
り
の
な
い
絹
糸
、
横
糸
に
よ
り
の
強
い
絹
糸
（
右

縒
り
と
左
縒
り
）
で
織
っ
た
細
い
し
わ
の
多
い
絹
織
物
を
製
造
す
る
機
業
で
あ
る
。

ま
た
、
丹
後
機
業
は
、
京
都
府
丹
後
地
方
で
生
産
さ
れ
る
事
業
で
、
他
の
地
方
の
チ
リ
メ
ン
と
比
べ
て
し
わ
が
細
か
い
絹
織
物
を
作
る

事
業
で
あ
る
。
毛
織
物
・
綿
織
物
に
比
べ
て
、
絹
織
物
は
、
高
級
少
量
生
産
で
課
税
上
も
研
究
を
要
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑧
醤
油
及
び
味
噌
（
酵
母
菌
類
又
は
味
噌
麹
を
含
む
。）
の
研
究

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
三
八
号
、
第
四
四
号
（
以
上
明
治
四
二
年
）、
第
四
五
号
、
第
四
六
号
、
第
四
七
号
（
以
上
、
明
治
四
三
年
）、
第

一
九
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
二
）

五
〇
号
、
第
五
三
号
、
第
五
五
号
（
以
上
明
治
四
四
年
）、
第
五
六
号
（
明
治
四
五
年
）、
第
五
八
号
、
第
六
一
号
、
第
六
二
号
、
第
六
三
号
、

第
六
四
号
（
以
上
大
正
二
年
）
の
一
四
冊
と
最
も
多
い
研
究
報
告
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
二
年
の
五
年
間
に
わ

た
っ
て
い
る
。
第
一
集
か
ら
第
一
三
集
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
が
、
細
か
く
表
記
は
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
五
つ
と
考
え
て
、
第
四
四

号
を
含
む
一
四
集
か
ら
な
る
グ
ル
ー
プ
と
考
え
る
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
表
現
の
違
う
五
グ
ル
ー
プ
と
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
㊀
醤

油
の
酵
母
菌
類
に
関
す
る
研
究
報
告
（
第
三
八
号
・
第
一
集
、
第
四
五
号
・
第
二
集
、
第
四
六
号
・
第
三
集
）、
㊁
醤
油
及
び
味
噌
に
関
す
る
研

究
報
告
（
第
四
七
号
・
第
四
集
、
第
五
〇
号
・
第
五
集
、
第
五
三
号
・
第
六
集
、
第
五
五
号
・
第
七
集
）、
㊂
醤
油
に
関
す
る
研
究
報
告
（
第
五
六

号
・
第
八
集
、
第
六
一
号
・
第
一
〇
集
、
第
六
二
号
・
第
一
一
集
、
第
六
三
号
・
第
一
二
集
、
第
六
四
号
・
第
一
三
集
）、
㊃
醤
油
に
関
す
る
化
学
的

研
究
報
告
（
第
四
四
号
）、
㊄
醤
油
醸
造
関
係
事
項
及
び
味
噌
麹
に
関
す
る
研
究
報
告
（
第
五
八
号
・
第
九
集
）
で
あ
る
。

㋑
検
討
…
醤
油
を
中
心
に
多
く
の
研
究
報
告
が
、
明
治
四
二
年
か
ら
大
正
二
年
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
一
八
年
に
醤
油

税
法
が
制
定
さ
れ
、
明
治
三
七
年
一
月
に
日
露
戦
争
の
た
め
大
幅
増
税
さ
れ
、
大
正
一
五
年
に
社
会
政
策
の
見
地
か
ら
悪
税
の
一
つ
と
し

て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
に
研
究
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
明
治
三
七
年
五
月

に
、
醸
造
試
験
所
が
大
蔵
省
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
次
の
醸
造
指
導
に
関
す
る
事
績
と
と
も
に
、
こ
の

時
代
の
特
別
の
研
究
報
告
で
あ
る
。

⑨
醸
造
業
指
導
に
関
す
る
事
績

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
第
五
一
号
（
明
治
四
四
年
）、
第
五
九
号
（
大
正
二
年
）、
第
六
九
号
（
大
正
三
年
）、
第
七
三
号
（
大
正
四
年
）

㋑
検
討
…
す
べ
て
酒
類
の
醸
造
業
に
つ
い
て
の
事
績
が
、
相
当
詳
し
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

⑩
地
租
関
係
書
類
彙
纂
（
大
蔵
省
主
税
局
編
）

二
〇
〇



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
三
）

㋐
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
…
単
一
で
あ
る
が
、「
明
治
初
年
以
降
本
邦
地
租
改
正
ニ
関
ス
ル
原
議
書
類
中
其
重
要
要
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
蒐
集
シ
」「
後

日
後
証
ノ
為
メ
」
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
明
治
三
六
年
一
一
月
に
内
国
税
彙
纂
号
外
と
し
て
、
主
税
局
編
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
頁

数264
＋66
＝330

に
及
ぶ
大
冊
で
あ
る
。
最
重
要
の
資
料
、
す
な
わ
ち
基
本
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
る
（
12
）

。

㋑
検
討
…
明
治
初
年
の
地
租
改
正
の
研
究
の
基
本
的
重
要
資
料
と
し
て
今
後
な
お
研
究
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
は
、
明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
と
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
七
九
号

ま
で
の
八
一
冊
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
項
目
（
テ
ー
マ
）
と
原
出
版
年
、
原
著
者
（
官
版
）、
頁
数
の
全
部
と
、
主
要
な
論
文
、
法
令
等
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
。

明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
に
眼
を
と
お
し
、
論
文
、
法
令
の
国
別
、
分
野
別
（
直
税
、
間
税
、

税
務
雑
、
章
程
ご
と
）
に
、
か
な
り
詳
し
く
分
析
で
き
た
が
、
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
に
つ
い
て
は
、
資
料
が
乏
し
く
、
一
号
か

ら
二
二
号
ま
で
は
、
詳
し
い
「
索
引
号
（P

376

）」
に
よ
る
分
析
が
で
き
た
が
、
二
三
号
か
ら
七
九
号
ま
で
は
、
筆
者
が
索
引
の
方
法
を

応
用
し
て
研
究
し
た
ほ
か
、
一
般
的
な
知
識
に
よ
っ
て
分
析
し
て
い
る
。

ま
た
、
内
国
税
彙
纂
は
、
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
内
容
の
研
究
は
、
筆
者
の
専
門
の
租
税
分
野
関
係
で
は
幾
分

行
っ
た
が
、
あ
ま
り
勉
強
し
た
こ
と
の
な
い
、
塩
、
煙
草
、
砂
糖
、
味
噌
、
醤
油
、
酒
、
織
物
な
ど
の
分
野
が
半
分
近
く
あ
り
、
あ
ま
り

分
析
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
皆
様
の
研
究
に
期
待
し
た
い
。

な
お
、
後
続
の
研
究
者
に
、
大
蔵
省
、
国
税
庁
（
税
務
大
学
校
）
が
戦
後
に
租
税
史
基
本
資
料
と
な
る
史
料
を
非
売
品
と
し
て
、
出
版

二
〇
一



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
四
）

し
て
い
る
も
の
が
相
当
あ
る
の
で
、
特
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

①
租
税
資
料
叢
書
（
全
十
巻
）

（
昭
和
六
〇
年
〜
平
成
九
年
）

②
租
税
史
料
叢
書
（
五
巻
）

（
平
成
一
八
年
〜
二
二
年
続
刊
中
）

③
租
税
史
料
目
録
（
八
巻
）

（
平
成
一
二
年
〜
一
九
年
続
刊
中
）

（
1
） 

筆
者
が
始
め
て
明
治
二
〇
年
の
主
税
局
出
版
の
外
国
租
税
論
集
の
直
税
編
三
巻
、
間
税
編
五
巻
が
あ
る
の
を
知
っ
た
の
は
、
当
時
、
日
本
大
学

法
学
部
教
授
で
あ
っ
た
大
淵
利
男
氏
の
次
の
二
つ
の
著
書
を
通
じ
て
で
あ
り
、
平
成
一
〇
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
。

①
「
明
治
初
期
西
欧
財
政
学
の
受
容
過
程
│
わ
が
国
財
政
学
前
史
に
関
す
る
一
資
料
│
」
大
淵
利
男　

八
千
代
出
版　
（
昭
五
三
・
五
）　P

942

②
「
明
治
期
西
欧
財
政
学
攝
取
史
│
わ
が
国
財
政
学
前
史
に
関
す
る
一
研
究
│
」
大
淵
利
男　

八
千
代
出
版　
（
昭
五
六
・
一
一
）　P

629

こ
の
二
著
は
両
方
と
も
、
直
税
編
、
間
税
編
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
税
務
雑
編
、
章
程
編
に
つ
い
て
は
、
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な

い
。ま

た
、
現
物
に
接
し
た
の
は
、
税
務
大
学
校
資
料
室
で
あ
る
が
、
注（
12
）の
「
租
税
史
料
目
録
明
治
前
期
編
」
に
よ
っ
て
、
直
税
編
下
巻
と
間
税

編
第
五
巻
が
資
料
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
、
補
充
に
協
力
し
、
す
で
に
直
税
編
下
巻
は
入
庫
、
間
税
編
五
巻
も
入
る
見
込
み
で
あ
る
。

（
2
） 

こ
の
論
文
の
漢
字
で
の
国
名
表
記
に
つ
い
て
は
、「
米
欧
回
覧
実
記
」
一
九
八
二
年
、
岩
波
書
店
、
久
米
邦
武
編
、
第
五
冊
の
第
八
九
巻
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
政
治
総
論
一
四
六
頁
〜
一
四
八
頁
の
フ
リ
ガ
ナ
付
の
各
国
表
記
を
主
と
し
て
参
考
と
し
、「
御
雇
外
国
人
・
姓
名
・
給
料
・
期
限
・
職
務
・

一
覧
」
明
治
五
年
（
一
八
七
二
年
）
中
外
堂
の
末
尾
の
人
員
総
括
二
一
四
人
の
国
名
別
一
一
国
分
の
フ
リ
ガ
ナ
付
の
表
記
で
補
足
し
た
。

（
13
）〜（
18
）

二
〇
二



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
五
）

（
3
） 

こ
の
明
治
二
〇
年
は
、
わ
が
国
の
所
得
税
法
が
公
布
（
同
年
三
月
一
九
日
、
同
年
七
月
一
日
施
行
）
さ
れ
た
年
で
あ
る
が
、
こ
の
年
に
は
、
主

税
局
の
四
編
一
五
巻
の
外
に
民
間
の
所
得
税
法
の
法
令
解
説
書
も
、
同
年
三
月
か
ら
八
月
ま
で
の
間
に
、
計
三
一
冊
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。（
税
務

大
学
校
論
叢
五
一
号
・
平
成
一
八
年
六
月
）
の
鈴
木
芳
行
「
所
得
税
導
入
初
期
の
執
行
体
制
」
六
三
〇
頁
「
明
治
二
〇
年
出
版
の
所
得
税
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
で
出
版
月
日
・
編
著
者
名
・
書
名
等
と
一
緒
に
一
覧
表
で
示
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

明
治
二
〇
年
に
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
四
編
全
一
五
巻
が
出
版
さ
れ
た
当
時
の
主
税
局
の
幹
部
職
員
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
れ
ば
、
次
の
通
り

で
あ
る
。
原
資
料
は
、
大
蔵
省
百
年
史　

別
巻　

大
蔵
省
百
年
史
編
集
室
編
集　

大
蔵
財
務
協
会
発
行　

昭
和
四
四
年
一
〇
月
）P

38, 39

に
よ
る
。

主
税
局
長　
　

中
村
元
雄　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
同
三
・
二
六
）

　

〃　
　
　

中
野
健
明　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
二
六
〜
明
治
二
一
・
三
・
五
）

局
次
長　
　
　

神
鞭
知
常　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
二
・
二
一
）

調
査
課
長　
　

斯
波
有
造　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
二
・
二
一
）

地
租
課
長　
　

有
尾
敬
重　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
六
・
五
・
三
）

酒
税
課
長　
　

小
嶋
正
一　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
同
一
一
・
一
）

　

〃　
　
　

是
恒
真
揖　
　

（
明
治
一
九
・
一
一
・
一
〜
明
治
二
〇
・
四
・
一
八
）

印
紙
税
課
長　

小
山
正
武　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
三
・
六
・
二
八
）

雑
種
税
課
長　

兵
頭
正
懿　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
二
・
四
・
二
）

地
方
税
課
長　

小
泉
信
吉　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
〇
・
二
七
）

監
査
課
長　
　

目
賀
田
種
太
郎
（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
〇
・
一
二
・
三
一
）

計
算
課
長　
　

戸
叶
正
明　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
二
・
四
・
二
）

徴
税
費
課
長　

鈴
木
米
三
郎　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
四
・
五
・
二
九
）

統
計
課
長　
　

佐
伯
惟
馨　
　

（
明
治
一
九
・
三
・
九
〜
明
治
二
三
・
六
・
二
八
）

明
治
二
三
年
六
月
二
八
日
分
課
再
編
成
に
よ
り
、
こ
こ
に
示
し
た
一
〇
課
が
六
課
（
直
税
、
間
税
、
計
算
、
徴
税
費
、
統
計
、
徴
収
）
に
改
め
ら

二
〇
三



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
六
）

れ
た
。

（
5
） 

バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
の
原
本
は
、
明
治
八
年
の
大
蔵
省
版
で
あ
る
が
、
そ
の
表
紙
に
は
「
大
蔵
省
雇
墺
国
シ
ー
ボ
ル
ト
訳
講
」
と
「
大
蔵
省
八

等
出
仕
古
賀
保
高
筆
次
」
が
並
列
し
て
著
者
の
場
所
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
明
治
二
十
年
の
税
務
雑
編
附
録
巻
の
こ
れ
に
あ
た
る
と
こ

ろ
に
は
「
墺
国
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
訳
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
（
同
書
三
五
三
頁
）。
そ
し
て
両
書
と
も
税
法
の
初
に
書
か
れ
て
い
る
「
バ
ー
バ
リ
ア

国
税
法
序
」
は
ま
っ
た
く
同
文
の
も
の
が
掲
げ
ら
れ
「
明
治
八
年
乙
亥
春
大
蔵
省
八
等
出
仕
古
賀
保
高
識
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
の
履
歴
、
業
績
全
般
に
つ
い
て
は
、「
来
日
西
洋
人
名
事
典
」
一
九
八
三
年
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー

ツ
、
竹
内
博
編
集
、P

170

〜171

を
参
考
と
し
た
。
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
明
治
三
年
七
月
一
九
日
（
一
八
七
〇
年
八
月
一
五
日
）
の
民
部
省
の
辞
令

交
付
か
ら
、
明
治
八
年
八
月
一
五
日
の
日
本
政
府
と
の
五
年
目
の
契
約
更
新
の
間
に
、
明
治
八
年
一
月
に
正
院
翻
訳
局
雇
に
な
り
、
明
治
八
年
二
月

一
九
日
に
、
大
蔵
省
雇
（
翻
訳
）
と
し
て
正
午
一
二
時
よ
り
出
頭
と
な
り
、
更
に
五
月
七
日
か
ら
大
蔵
省
翻
訳
御
用
専
務
と
な
っ
た
。
明
治
一
一
年

一
一
日
在
ベ
ル
リ
ン
公
使
館
勤
務
と
な
り
、
初
め
て
外
務
省
お
雇
外
国
人
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。（「
お
雇
外
国
人
⑫
外
交
」
今
井
庄
次
著

（
昭
和
五
〇
年
一
〇
月
）
鹿
島
出
版
会P
70
〜73

）。

ま
た
、
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
み
の
無
期
・
終
身
の
特
別
な
契
約
方
式
が
、
明
治
二
八
年
に
な
っ
て
、
通
常
の
期
限
の
本
契
約
と
な
り
、
明
治
二
九

年
三
月
か
ら
、
五
年
ご
と
の
雇
継
契
約
と
な
っ
た
。（
全
部
の
お
雇
外
国
人
に
汎
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。）
そ
し
て
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
明
治
四
四
年

六
五
歳
で
突
然
世
を
去
っ
た
。（
上
掲
書P

129

〜131
、P

140

〜142

）

（
7
） 

マ
イ
エ
ッ
ト
氏
の
お
雇
外
国
人
と
し
て
の
経
歴
、
業
績
に
つ
い
て
は
、
注（
6
）の
「
来
日
西
洋
人
名
事
典
」P

416

を
参
考
と
し
た
。

（
8
） 

官
僚
の
階
級
と
規
模
に
つ
い
て
は
、「
官
僚
の
風
貌
」
一
九
九
九
年
、
中
央
公
論
新
社
、
水
谷
三
公
著P

42

〜43

を
参
考
と
し
た
。

（
9
） 

内
国
税
彙
纂
に
つ
い
て
の
簡
単
な
紹
介
は
、
平
成
一
年
三
月
一
日
の
「
税
大
通
信
」（P

11

）
で
、
税
務
大
学
校
史
料
室
研
究
員
の
牛
米
努
氏

に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
六
冊
の
所
蔵
と
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
在
は
索
引
（
明
治
三
五
年
五
月P

376

）、
第
七
五
号
（
大
正
七
年
五
月P

232

）
な
ど
一
〇
冊
に
増
加
し
て
い
る
。
本
論
文
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
現
在
は
、
創
刊
の
一
号
か
ら
廃
刊
の
七
九
号
ま
で
、
索
引
冊
付
で
八
二
冊
の
調
査
項
目
、
発
行
年
月
、
頁
数
（
一
部
不
明
）
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

二
〇
四



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
七
）

（
10
） 

内
国
税
彙
纂
は
明
治
三
五
年
に
創
刊
さ
れ
て
大
正
九
年
に
廃
刊
さ
れ
た
が
、
当
時
の
大
蔵
省
主
税
局
と
東
京
税
務
管
理
（
監
督
）
局
の
幹
部
職

員
を
参
考
ま
で
に
掲
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
原
資
料
は
、「
大
蔵
省
百
年
史　

別
巻　

大
蔵
省
百
年
史
編
集
室
編
集　

大
蔵
財
務
協
会
発
行　

昭
和
四
四
年
一
〇
月
」　P

40, 42, 59, 68

に
よ
る
。

〈
主
税
局
関
係
〉

創
設
時　

主
税
局
長　
　

目
賀
田
種
太
郎
（
明
治
二
七
・
七
〜
明
治
三
七
・
一
〇
）

廃
止
時　
　

〃　
　
　

松
本
重
威　
　

（
大
正
四
・
七
〜
大
正
一
二
・
四
）

創
設
時　

内
国
税
課
長　

若
槻
礼
次
郎　

（
明
治
三
〇
・
六
〜
明
治
三
七
・
一
〇
）

廃
止
時　

国
税
課
長　
　

勝　

正
憲　
　

（
大
正
五
・
一
二
〜
大
正
九
・
四
）

創
設
時　

経
理
課
長　
　

松
本
重
威　
　

（
明
治
三
五
・
三
〜
明
治
三
八
・
一
）

廃
止
時　
　

〃　
　
　

間
宮
修
治　
　

（
大
正
六
・
九
〜
大
正
一
三
・
一
〇
）

〈
東
京
税
務
管
理
（
監
督
）
局
関
係
〉

創
設
時　

東
京
税
務
管
理
局
長　

田
中
国
三
郎
（
明
治
三
三
・
七
〜
明
治
三
五
・
一
〇
）

廃
止
時　
　

〃　
　

監
督
局
長　

多
胡
敬
太
郎
（
大
正
五
・
八
〜
大
正
九
・
九
）

　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　

勝　

正
憲　

（
大
正
九
・
九
〜
大
正
一
二
・
四
）

（
11
） 

こ
の
砂
糖
消
費
税
法
に
つ
い
て
は
、
昭
和
一
二
年
と
後
の
法
律
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
三
四
八
頁
の
松
隈
秀
雄
の
講
義
本
が
財
務
省

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
し
た
。
こ
の
他
、
財
務
省
図
書
館
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
講
義
本
一
〇
〇
種
以
上
が
在
庫
し
て
い
る
。

松
隈
秀
雄　
　

砂
糖
消
費
税
法
講
義
案　

大
藏
省　

昭
和
一
二
年　

P
348

池
田
勇
人　
　

日
本
租
税
制
度
講
義
案　

税
務
講
習
会　

昭
和
一
七
年　

322, P
10

平
田
敬
一
郎　

相
続
税
法　

税
務
講
習
所　

昭
和
一
七
年　

P
284

忠　

佐
市　
　

酒
類
行
政
講
義
案　

大
蔵
省
税
務
講
習
会　

昭
和
一
八
年　

P
87

村
山
達
雄　
　

織
物
消
費
税
法　

税
務
講
習
所　

昭
和
一
七
年　

P
79

二
〇
五



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
五
九
八
）

吉
田
信
邦　
　

建
築
税
法
講
義
案　

大
蔵
省
税
務
講
習
会　

昭
和
一
八
年　

P
79

庭
山
慶
一
郎　

廣
告
税
法
講
義
案　

大
蔵
省
税
務
講
習
会　

昭
和
一
八
年　

P
56

（
12
） 
「
地
租
関
係
書
類
彙
纂
」
は
、
本
文
で
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
地
租
改
正
最
重
要
の
資
料
に
属
し
、
基
本
資
料
と
言
っ
て
よ
い
。」
と
評
価
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
評
価
は
、
福
島
正
夫
「
地
租
改
正
」（
平
成
七
年
八
月
新
装
版
、
吉
川
弘
文
館
）
の
附
録
「
地
租
改
正
研
究
の
資
料
に
つ
い
て
」

P
312

）
に
よ
る
。
こ
の
資
料
が
大
内
兵
衡
、
土
屋
喬
雄
編
の
「
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成
│
第
七
巻
に
、
復
刻
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

「
史
料
目
録
明
治
前
期
編
」
に
は
、
近
世
以
降
の
史
料
（
古
文
書
、
地
券
、
税
辞
令
、
税
務
署
の
課
税
台
帳
等
、
租
税
法
規
集
や
取
扱
通
達
集
、

税
法
の
解
説
書
や
財
政
学
の
書
籍
等
）
が
、
受
付
日
付
で
区
分
し
て
、
目
録
化
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
昭
和
四
〇
年
分
以
後
の
「
昭
和
編
Ⅴ
」
以
下

は
、
作
成
次
第
、
続
刊
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

①
租
税
史
料
目
録　

近
世
編　
　
　

平
成
一
二
年
三
月　

P
170　

税
務
大
学
校
租
税
史
料
室
発
行

②
租
税
史
料
目
録　

明
治
前
期
編　

平
成
一
三
年
三
月　

P
296　

同
上

③
租
税
史
料
目
録　

明
治
後
期
編　

平
成
一
四
年
三
月　

P
312　

同
上

④
租
税
史
料
目
録　

大
正
編　
　
　

平
成
一
五
年
三
月　

P
175　

同
上

⑤
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅰ
）
昭
二
〜
一
〇　

平
成
一
六
年
三
月　

P
97　

同
上

⑥
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅱ
）
昭
一
一
〜
二
〇　

平
成
一
七
年
三
月　

P
188　

同
上

⑦
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅲ
）
昭
二
一
〜
三
〇　

平
成
一
八
年
四
月　

P
246　

同
上

⑧
租
税
史
料
目
録　

昭
和
編
（
Ⅳ
）
昭
三
一
〜
四
〇　

平
成
一
九
年
七
月　

P
212　

同
上

（
14
） 

次
の
「
租
税
史
料
叢
書
」
が
、
続
刊
中
で
あ
る
。
税
制
の
う
ち
重
要
な
「
地
租
」、「
所
得
税
」、「
酒
税
」
の
わ
が
国
で
の
創
設
か
ら
の
問
題
点

を
整
理
し
て
、
そ
の
時
々
に
作
成
さ
れ
た
資
料
が
示
さ
れ
て
い
る
基
本
資
料
集
で
あ
る
。

「
地
租
関
係
史
料
集
Ⅰ
〜
地
租
条
例
か
ら
宅
地
地
価
修
正
ま
で
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
一
八
・
七　

P
648

「
地
租
関
係
史
料
集
Ⅱ
〜
田
畑
地
価
調
査
か
ら
臨
時
宅
地
賃
貸
価
格
修
正
ま
で
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
一
九
・
六　

P
739

「
所
得
税
関
係
史
料
集
〜
導
入
か
ら
申
告
納
税
制
度
以
前
ま
で
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
二
〇
・
七　

P
712

二
〇
六



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
五
九
九
）

「
酒
税
関
係
史
料
集
Ⅰ
〜
明
治
時
代
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
二
一
・
一
二　

P
717

「
酒
税
関
係
史
料
集
Ⅱ
〜
大
正
時
代
か
ら
昭
和
終
戦
直
後
〜
」　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室
編
著　

平
成
二
二
・
七　

P
735

（
15
） 
次
の
租
税
資
料
叢
書
全
一
〇
巻
が
、
税
務
大
学
校
か
ら
、
出
版
さ
れ
て
い
る
。
第
五
巻
の
「
雑
誌
『
財
政
』
総
目
次
」
に
は
、
本
文
一
八
七
頁

で
引
用
し
た
高
楯
俊
「
明
治
大
正
大
蔵
省
刊
行
文
献
（
一
）
〜
（
五
）（
財
政
昭
和
一
二
年
三
月
〜
七
月
号
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

租
税
史
料
叢
書
全
一
〇
巻

第
一
巻　

南
部
藩
検
地
検
見
作
法
書　

税
務
大
学
校
租
税
資
料
室　

昭
和
六
〇
年　

P
191

第
二
巻　

明
治
前
期
国
税
徴
収
沿
革　

同　

昭
和
六
二
年　

P
201

第
三
巻　

明
治
前
期
国
税
徴
収
沿
革
（
参
考
法
令
編
）　

同　

昭
和
六
三
年　

P
366

第
四
巻　

明
治
前
期
所
得
税
法
令
類
集　

同　

昭
和
六
三
年　

P
354

第
五
巻　

雑
誌
『
財
政
』
総
目
次
付
執
筆
者
別
索
引　

同　

平
成
三
年　

P
324

第
六
巻　

関
義
臣
文
書
・
地
租
改
正
方
法
草
案
│
明
治
六
年
地
方
官
会
同
資
料
│　

同　

平
成
五
年　

P
146

第
七
巻　

国
家
行
政
機
関
関
係
法
令
規
類
集
Ⅰ　

同　

平
成
六
年　

P
345

第
八
巻　

同
上　

Ⅱ　

同　

平
成
七
年　

P
422

第
九
巻　

同
上　

Ⅲ　

同　

平
成
八
年　

P
328

第
一
〇
巻　

同
上　

Ⅳ　

同　

平
成
九
年　

P
340

（
16
） 

税
務
大
学
校
は
、
毎
年
度
特
別
展
示
を
行
い
、
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
カ
ラ
ー
版
で
二
〇
頁
程
度
）
を
出
し
て
い
る
。

平
成
一
八
年
度
は
「
所
得
税
の
導
入
と
調
査
委
員
制
度
」
の
六
頁
で
、
明
治
二
〇
年
の
「
直
税
編
上
巻
」
の
写
真
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
頁
に

明
治
四
年
出
版
の
「
英
国
賦
税
要
覧
」、
明
治
八
年
出
版
の
「
バ
ー
バ
リ
ア
国
税
法
」
の
写
真
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

平
成
二
二
年
版
は
「
酒
税
が
国
を
支
え
た
時
代
」
だ
が
、
五
頁
に
地
租
、
次
い
で
酒
税
、
そ
し
て
所
得
税
と
、
国
を
支
え
る
税
の
変
遷
が
示
さ
れ

て
い
る
。

（
17
） 

税
務
大
学
校
は
、「
租
税
史
資
料
年
報
」
を
毎
年
度
（
現
在
平
成
一
四
年
度
か
ら
平
成
二
一
年
度
ま
で
八
冊
）
発
行
し
て
お
り
、
毎
冊
二
つ
か

二
〇
七



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
〇
〇
）

三
つ
か
「
研
究
ノ
ー
ト
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
一
年
度
版
に
は
「
税
務
署
創
設
と
所
得
税
」（
牛
米
努
）、
平
成
一
八
年
度
版
に
は
「
所
得

税
と
調
査
委
員
制
度
」（
堀
亮
一
）、
平
成
一
七
年
度
版
に
は
「
所
得
税
名
考
│
諭
吉
の
所
得
、
卯
吉
の
所
得
税
」（
鈴
木
芳
行
）、
平
成
一
四
年
度
版

に
は
「
初
代
収
税
長
の
履
歴
に
つ
い
て
」（
牛
米
努
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
論
文
で
は
、
明
治
一
七
年
五
月
・
六
月
に
か
け
て
発
令
さ
れ

た
各
県
収
税
長
四
六
名
の
氏
名
、
月
給
、
生
年
、
属
籍
、
前
職
に
つ
い
て
調
べ
、
代
官
手
代
出
身
の
収
税
長
や
、
収
税
長
と
主
税
局
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
調
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
18
） 

本
稿
作
成
に
当
っ
て
は
、
内
国
税
彙
纂
の
「
索
引
」
誌
、N
A
C
S
IS
-C
A
T

所
蔵
情
報
等
に
つ
い
て
、
税
務
大
学
校
史
料
室
の
牛
米
努
調
査
員

に
種
々
教
示
を
得
、
ま
た
、
こ
の
論
文
を
捧
げ
る
高
木
勝
一
教
授
に
は
明
治
二
〇
年
の
「
間
税
編
第
五
巻
」
の
探
査
等
で
お
世
話
に
な
り
、
更
に
城

西
大
学
薬
学
部
一
年
生
長
澤
尚
輝
君
に
は
資
料
の
整
理
、
原
稿
の
ワ
ー
プ
ロ
化
等
で
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
特
に
感
謝
の
意
を
表

し
て
お
き
た
い
。

（
追
記
）

高
木
勝
一
先
生
に
は
、
私
が
昭
和
五
五
年
三
月
に
大
蔵
省
の
役
人
を
辞
め
て
、
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
の
国
際
税
制
の
教
授
に
、
同

年
四
月
に
な
っ
た
時
に
静
岡
県
三
島
で
初
め
て
お
会
い
し
、
先
生
が
日
大
法
学
部
に
お
移
り
な
る
ま
で
御
一
緒
に
勤
め
た
の
が
初
め
で
し

た
。
同
じ
分
野
の
担
当
で
あ
っ
た
の
で
、
三
島
の
先
生
の
お
宅
に
も
二
度
ほ
ど
お
伺
い
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。
私
が
日
大
国
際
関
係
学

部
か
ら
平
成
二
年
四
月
に
筑
波
大
学
大
学
院
政
策
科
学
研
究
科
企
業
法
専
攻
の
教
授
に
移
っ
た
後
は
、
法
学
部
の
研
究
会
等
で
、
お
会
い

し
ま
し
た
。
法
学
部
の
研
究
会
と
い
え
ば
、
法
学
部
の
故
北
野
弘
久
教
授
が
若
い
時
の
大
親
友
で
、
昭
和
三
〇
年
四
月
か
ら
昭
和
三
一
年

三
月
ま
で
の
一
年
間
は
、
国
税
庁
の
税
務
大
学
校
高
等
科
七
期
生
と
し
て
一
緒
で
し
た
。
特
に
後
期
半
年
は
北
野
君
の
強
い
希
望
で
、
寮

も
同
じ
部
屋
に
な
り
、
毎
晩
の
よ
う
に
、
間
も
な
く
書
く
予
定
の
「
租
税
法
律
主
義
の
具
体
的
内
容
と
展
開
」
の
内
容
の
口
述
を
聞
い
た

二
〇
八



明
治
二
〇
年
の
主
税
局
の
外
国
租
税
論
集
一
五
巻
及
び
明
治
三
五
年
〜
大
正
九
年
の
東
京
税
務
監
督
局
の
内
国
税
彙
纂
八
一
冊
（
𠮷
牟
田
）

（
六
〇
一
）

も
の
で
し
た
。

な
お
税
務
大
学
校
高
等
科
は
当
時
は
、
新
宿
区
若
松
町
に
あ
り
ま
し
た
が
、
北
野
兄
と
同
室
だ
っ
た
部
屋
は
二
階
で
真
下
の
部
屋
が
寮

監
室
で
、
そ
こ
に
寮
監
と
し
て
家
族
ぐ
る
み
で
住
ん
で
お
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
後
、
日
大
商
学
部
教
授
に
な
ら
れ
た
井
上
久
弥
先
生
で
し

た
。
わ
れ
わ
れ
の
国
税
庁
税
務
講
習
所
長
が
国
税
庁
調
査
査
察
部
長
よ
り
移
っ
て
来
ら
れ
た
忠
佐
市
先
生
（
そ
の
後
日
大
商
学
部
教
授
に
な

ら
れ
た
。）
で
学
部
合
同
の
商
学
部
研
究
会
で
井
上
、
忠
両
先
生
か
ら
何
回
も
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
現
在
、
商
学
部
教
授
の
平
野
嘉
秋
君
と
は
、
私
が
税
務
大
学
校
研
究
科
、
筑
波
大
学
大
学
院
修
士
課
程
、
博
士
課
程
で
指
導
し
、

法
学
博
士
論
文
の
公
開
審
査
が
筑
波
大
学
で
開
か
れ
た
時
は
答
弁
者
を
つ
と
め
ま
し
た
。。

法
学
部
で
ア
メ
リ
カ
憲
法
を
講
じ
ら
れ
て
い
た
阿
部
竹
松
前
教
授
は
、
私
の
日
大
国
際
関
係
学
部
時
代
一
〇
年
間
の
間
、
三
島
の
日
大

寮
で
阿
部
先
生
の
料
理
の
腕
を
奮
っ
た
夕
食
を
毎
食
ほ
と
ん
ど
欠
か
さ
ず
ご
馳
走
に
な
り
、
ま
た
国
際
関
係
学
部
に
い
た
期
間
は
い
ろ
い

ろ
と
教
授
会
な
ど
で
お
世
話
に
な
り
、
先
生
の
こ
の
「
政
経
研
究
」
の
古
希
記
念
号
第
四
一
巻
第
一
号
（
平
成
一
六
年
九
月
）
に
は
、
私
の

「
皇
国
租
税
理
念
調
査
会
小
史
」（P
439

〜P
496

）
を
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

法
学
部
前
教
授
田
代
有
嗣
先
生
と
は
、
昭
和
四
五
年
か
ら
四
六
年
に
か
け
て
私
が
大
蔵
省
主
税
局
税
制
第
三
課
課
長
補
佐
の
と
き
に
、

田
代
前
教
授
が
法
務
省
民
事
局
第
二
課
長
と
し
て
、
法
制
審
議
会
民
法
部
会
（
部
会
長
我
妻
栄
）
で
、
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
の
改
正
（
一

／
三
か
ら
一
／
二
）
に
よ
る
か
、
相
続
税
法
の
配
偶
者
控
除
割
合
の
同
様
の
改
正
に
よ
る
か
等
を
議
論
し
た
際
に
、
主
税
局
長
（
同
会
幹
事
）

の
代
理
と
し
て
毎
回
出
席
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
時
の
縁
で
、
二
人
と
も
日
大
の
教
授
に
な
っ
た
記
念
に
、
平
成
元
年
に
共
著
でP

564

の
「
海
外
子
会
社
の
法
律
と
税
務
」
を
商
事
法
務
研
究
会
か
ら
出
版
し
て
い
ま
す
。

経
済
学
部
で
は
、
前
教
授
田
中
啓
一
さ
ん
は
、
私
が
主
税
局
の
係
長
だ
っ
た
昭
和
三
五
年
頃
に
、
藤
田
工
業
（
？
）
の
社
長
の
藤
田
正

二
〇
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
六
〇
二
）

明
さ
ん
が
国
会
議
員
で
、
大
蔵
政
務
次
官
に
な
ら
れ
た
と
き
に
議
員
秘
書
か
ら
同
政
務
次
官
秘
書
官
に
な
ら
れ
て
、
同
じ
大
蔵
省
ビ
ル
の

二
階
で
二
年
ほ
ど
働
き
、
政
務
次
官
室
に
私
が
大
蔵
省
提
出
税
法
法
律
案
、
主
税
局
の
国
会
提
出
資
料
の
説
明
に
通
っ
た
頃
に
親
交
を
結

び
、
そ
の
縁
で
昭
和
五
二
年
頃
に
新
設
さ
れ
る
予
定
の
日
大
国
際
関
係
学
部
へ
の
転
職
を
す
す
め
ら
れ
、
そ
の
後
「
資
産
政
策
と
資
産
課

税
」（
有
斐
閣
・
平
成
一
〇
年
）
を
数
人
の
友
人
と
出
版
し
て
い
ま
す
。

私
と
日
本
大
学
の
関
係
を
追
記
と
し
て
誌
し
た
次
第
で
す
。

二
一
〇


